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『
六
餡
』
は
「
龍
餡
」
・
「
虎
鞘
」
・
「
豹
餡
」
・
「
犬
餡
」
と
い
う
篇
名
を
は

じ
め
と
し
て
、
全
篇
に
多
く
の
動
物
に
か
か
わ
る
言
葉
や
表
現
が
散
り
ば
め
ら

れ
た
書
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
小
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
態
を

先
ず
え
が
き
出
し
、
そ
れ
ら
動
物
に
由
来
す
る
部
分
が
、
総
体
と
し
て
何
を
え

が
き
出
そ
、
フ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
、
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み

た
い
。
そ
竜
フ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
思
想
史
的
に
ど
の
よ
』
フ
な
意
味
を
持

つ
の
か
と
い
、
う
こ
と
を
も
、
同
時
に
考
え
て
み
た
い
。

は
じ
め
に

岡三二一
、 、 、 、

「
六
鞘
Ｌ
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に

釣
り
の
イ
メ
ー
ジ
と
人
間

動
物
イ
メ
ー
ジ

軍
隊
と
動
物
イ
メ
ー
ジ

兵
器
と
兵
士
を
め
ぐ
っ
て

お
わ
り
に

注

は
「
龍
餡
」
・
「
虎
鞘
」
・
「
豹
餡
」
・
「
犬
餡
」
と
い
う
篇
名
を
は

全
篇
に
多
く
の
動
物
に
か
か
わ
る
言
葉
や
表
現
が
散
り
ば
め
ら

る
と
い
、
う
こ
と
が
で
き
る
。
小
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
態
を

『
六
鞘
』
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
文
献
学
的
に
も
異
説
が
多
い
・
清
朝
の
桃

際
恒
の
『
古
今
偽
書
考
』
に
お
け
る
、
偽
書
説
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
方

で
は
ま
た
、
近
年
の
『
六
鞘
訳
注
』
（
盛
冬
鈴
訳
注
、
一
九
九
二
年
、
河
北
人
民

出
版
社
刊
）
の
よ
う
に
、
厳
密
な
考
証
の
結
果
、
『
六
餡
』
は
後
人
が
太
公
望
に

仮
託
し
た
も
の
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
古
い
兵
書
で
あ
り
、
お
そ
く
と
も
戦
国

後
期
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
書
の
思
想
史
上
の
史
料
と
し
て

の
価
値
を
高
く
評
価
す
る
立
場
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
小
論
で
は
、
し
か

し
、
そ
、
フ
し
た
問
題
は
措
き
、
ひ
た
す
ら
そ
の
構
想
を
追
い
、
そ
こ
か
ら
う
か

び
あ
が
る
主
題
を
求
め
る
こ
と
に
専
念
し
た
い
。

『
六
餡
』
の
諸
本
の
本
文
に
は
異
同
が
多
い
。
小
論
で
は
、
『
武
経
七
書
本
』

を
も
と
に
し
て
、
新
出
の
銀
雀
山
出
土
の
竹
簡
（
西
漢
墓
地
出
土
、
一
九
七
二

年
）
に
い
た
る
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
版
本
を
参
照
し
て
定
め
ら
れ
た
、
前
掲
の

『
六
鞘
訳
注
』
の
本
文
に
、
お
も
に
依
拠
す
る
こ
と
に
し
た
。

久
富
木
成
大

一
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人
間
の
価
値
を
は
か
る
た
め
の
根
本
的
な
観
点
を
う
か
が
わ
せ
る
話
題
と
し

て
、
『
六
鞘
』
で
は
以
下
の
よ
う
な
場
面
を
選
ん
で
、
の
べ
は
じ
め
て
い
る
。

○
文
王
、
乃
ち
齋
す
る
こ
と
三
日
、
田
車
に
乘
り
、
田
馬
に
駕
し
て
、
渭
陽

に
田
（
か
り
）
す
。
卒
に
太
公
の
茅
に
坐
し
て
以
て
漁
す
る
を
見
る
。
文

王
、
勢
っ
て
こ
れ
に
問
い
て
曰
く
、
子
、
漁
を
樂
し
む
や
。
太
公
曰
く
、

君
子
は
そ
の
志
を
得
る
を
樂
し
み
、
小
人
は
そ
の
事
を
得
る
を
樂
し
む
。

今
、
わ
が
漁
、
甚
だ
似
た
る
こ
と
あ
り
。
文
王
曰
く
、
何
を
か
そ
の
似
た

る
こ
と
あ
り
と
謂
ふ
。
（
文
王
乃
齋
三
日
、
乘
田
車
、
駕
田
馬
、
田
於
渭
陽
、

卒
見
太
公
坐
茅
以
漁
、
文
王
勢
而
問
之
日
、
子
樂
漁
耶
、
太
公
日
、
君
子

樂
得
其
志
、
小
人
樂
得
其
事
、
今
吾
漁
、
甚
有
似
也
、
文
王
日
、
何
謂
其

有
似
也
Ｉ
『
六
餡
』
文
師
）

す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
文
王
と
太
公
望
呂
尚
と
の
出
会
い
の
伝
説
に
つ

い
て
は
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
・
右
の
文
章
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
「
君
子
」

「
小
人
」
と
い
、
フ
こ
と
ば
に
、
今
は
注
目
し
た
い
。
人
間
を
「
君
子
」
と
「
小

人
」
と
に
分
け
て
考
え
、
「
君
子
」
に
価
値
」
を
認
め
、
後
者
を
低
い
評
価
の
も

と
に
お
く
考
え
は
、
す
で
に
古
代
中
国
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
見
方
と
し
て
一

①

般
化
し
、
確
立
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
人
間
を
、
「
君
子
」
と
「
小
人
」
と
に

区
分
は
し
て
い
る
。
し
か
し
前
述
の
伝
統
的
扱
い
と
は
、
状
況
が
異
な
る
。
そ

れ
は
、
こ
の
引
用
文
で
は
、
「
君
子
」
と
は
、
「
そ
の
志
を
得
る
を
楽
し
み
」
、
「
小

人
」
の
方
は
、
「
そ
の
事
を
得
る
を
楽
し
む
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
そ

の
分
類
の
根
拠
を
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
結
局
の
と
こ

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

一
、
釣
り
の
イ
メ
ー
ジ
と
人
間

ろ
「
君
子
」
と
「
小
人
」
と
は
、
「
志
」
を
楽
し
み
と
す
る
か
、
「
事
」
を
楽
し

み
と
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
に
よ
っ
て
そ
の
区
別
が
生
ず
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
何
を
楽
し
み
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
人
間

は
「
君
子
」
と
「
小
人
」
と
に
二
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
右
の
引
用
文
で
は
、

「
君
子
」
と
「
小
人
」
と
を
、
こ
の
よ
、
フ
に
み
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も

よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
楽
し
み
」
の
内
容
を
な
す
「
志
」
と
「
事
」
と
に

つ
い
て
、
例
え
ば
、
以
下
の
よ
、
フ
に
解
く
と
き
方
が
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

○
君
子
は
自
分
の
抱
負
を
実
現
す
る
こ
と
を
樂
し
み
と
な
し
、
小
人
は
自
分

、
、
、
、
、

の
仕
事
の
完
成
を
樂
し
み
と
す
る
。
（
君
子
以
実
現
自
己
的
抱
負
爲
樂
、
小

②

人
以
完
成
自
己
的
工
作
爲
楽
Ｉ
『
六
鞘
訳
注
』
）

「
抱
負
を
実
現
す
る
こ
と
」
と
、
「
自
分
の
仕
事
の
完
成
」
と
を
、
こ
こ
で
は

そ
れ
ぞ
れ
、
「
君
子
」
と
「
小
人
」
の
こ
と
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
「
抱

負
を
実
現
す
る
こ
と
」
と
、
「
自
分
の
仕
事
の
完
成
」
と
い
う
こ
と
と
は
、
も
と

も
と
別
の
こ
と
で
は
な
い
。
二
つ
の
こ
と
は
、
あ
る
と
こ
ろ
で
、
分
か
ち
が
た

く
む
す
び
つ
い
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し

た
こ
と
を
綜
合
し
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
こ
に
述
べ
た
よ
、
フ
な
、
あ
ま
り
違
わ

な
い
こ
と
を
「
君
子
」
も
「
小
人
」
も
、
と
も
に
楽
し
み
と
し
て
い
る
以
上
、

「
君
子
」
と
い
い
、
「
小
人
」
と
い
っ
て
も
、
実
は
あ
ま
り
異
な
る
も
の
で
は
な

い
の
で
は
な
か
ろ
、
７
か
、
と
い
、
う
こ
と
に
な
る
。

『
六
鞘
』
の
、
右
に
引
い
た
部
分
で
は
「
君
子
」
・
「
小
人
」
と
い
、
フ
、
伝
統

的
な
価
値
判
断
を
荷
な
う
表
現
を
用
い
て
、
そ
の
実
、
こ
の
言
葉
に
、
そ
う
し

た
価
値
的
要
素
を
荷
な
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。
で
は
、

こ
う
し
て
「
君
子
」
と
「
小
人
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
価
値
的
尺
度
を
払
拭

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
い
お
、
フ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
フ
か
。

一
一



96

「
釣
り
が
楽
し
い
か
」
と
聞
か
れ
た
太
公
望
は
、
の
ち
に
の
べ
る
「
釣
り
」

と
い
う
行
為
の
持
つ
象
徴
的
な
意
味
あ
い
を
強
調
す
る
た
め
に
、
「
釣
り
」
が
楽

し
い
か
、
楽
し
く
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
、
一
般
的
な
価
値
尺
度
か
ら
す
る
見

方
を
否
定
し
て
み
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
る
、
フ
。
前
述
の
ご

と
く
、
「
君
子
」
と
「
小
人
」
な
ど
と
い
っ
て
も
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
大
し
て

ち
が
わ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
、
フ
に
、
釣
り
に
つ
い
て
も
楽
し
い
か

楽
し
く
な
い
か
な
ど
と
い
う
、
浅
い
考
え
方
か
ら
の
み
見
な
い
で
ほ
し
い
と
、

太
公
望
は
い
い
た
い
の
で
あ
る
。
そ
、
フ
し
て
、
こ
、
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
な
が

ら
、
こ
の
、
「
君
子
」
と
「
小
人
」
が
あ
ま
り
違
わ
な
い
と
い
、
う
よ
亀
フ
な
こ
と
は
、

遊
び
と
し
て
の
「
釣
り
」
と
、
支
配
者
に
と
っ
て
の
主
た
る
行
為
で
あ
る
と
見

な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
政
治
」
と
が
、
あ
ま
り
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
は

な
い
の
だ
と
い
、
う
こ
と
と
、
よ
く
似
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
太
公
望
は
い

③
◎

、
フ

「
君
子
」
と
「
小
人
」
が
、
実
は
あ
ま
り
ち
が
わ
な
い
。
こ
の
よ
、
フ
な
、
い

わ
ば
革
命
的
な
発
想
が
あ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
、
釣
の
持
つ
真
の
価
値
も
知
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
、
太
公
望
は
い
い
た
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
引
い

た
『
六
鞘
』
の
文
章
に
い
、
フ
と
こ
ろ
の
、
「
今
、
わ
が
説
、
甚
だ
似
た
る
あ
り
」

と
い
う
の
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
革
命
的
な
発
想
を
し
た
と
き
、
初
め
て
、
「
釣
」

と
「
政
治
」
が
似
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
、
う
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
、

太
公
望
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
釣
」
と
「
政
治
」
と
が
似

て
い
る
と
い
、
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
フ
か
。

○
太
公
曰
く
、
釣
に
三
權
あ
り
、
緑
等
以
て
權
し
、
官
等
以
て
權
す
。
夫
れ

釣
は
得
ん
こ
と
を
求
む
る
な
り
。
そ
の
情
深
く
し
て
、
以
て
大
を
観
る
べ

し
。
文
王
曰
く
、
願
は
く
は
そ
の
情
を
聞
か
ん
。
（
太
公
日
、
釣
有
三
權
、

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

緑
等
以
權
、
死
等
以
權
、
官
等
以
權
、
夫
釣
以
求
得
也
、
其
情
深
、
可
以

観
大
美
、
文
王
日
、
願
聞
其
情
Ｉ
『
六
鞘
』
文
師
）

釣
り
を
す
る
に
は
、
政
治
を
執
る
の
と
同
じ
よ
う
な
三
つ
の
「
権
」
、
つ
ま
り

権
謀
術
数
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
釣
と
政
治
は
似
て
い
る

の
で
あ
る
と
、
太
公
望
は
い
う
。
そ
う
し
て
両
者
に
か
か
わ
る
そ
の
権
に
は
、

以
下
の
よ
管
フ
な
三
種
類
が
あ
る
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

第
一
に
、
人
君
が
計
略
的
に
禄
位
で
人
を
誘
っ
て
仕
え
さ
せ
る
の
に
等
し
い

と
こ
ろ
が
、
釣
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
餌
で
魚
を
お
び
き
よ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
人
君
が
た
ば
か
っ
て
重
賞
で
臣
下
に
死
力
を
尽
さ
せ
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
う
し
た
場
合
、
実
際
に
臣
下
は
死
ぬ
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た

釣
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
格
別
上
等
の
餌
を
使
っ
て
、
ふ
つ
う
な
ら
釣
れ
な
い

魚
が
、
死
を
忘
れ
て
食
い
つ
い
て
き
た
の
を
釣
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
人
君
は
仕
え
て
い
る
臣
下
の
才
能
の
高
下
を
よ
く
見
定
め
、
そ
れ

ぞ
れ
に
似
合
っ
た
官
職
を
与
え
る
。
そ
う
し
て
存
分
に
働
か
せ
、
人
君
は
自
ら

の
利
益
を
ふ
や
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
等
し
い
と
こ
ろ
が
、
や
は
り
釣
に
も
あ

る
。
そ
れ
は
釣
っ
た
魚
の
大
小
・
種
類
を
、
う
ま
い
ぐ
あ
い
に
料
理
に
生
か
し

④

て
、
利
用
す
る
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
べ
た
よ
》
フ
に
、
「
禄
」
・
「
死
」
・
「
官
」
な
ど
と
い
》
７
、
き
わ
め
て
政
治

に
密
着
し
た
概
念
が
、
ま
た
そ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
の
計
略
に
匹
敵
す
る
も
の
が
、

釣
り
の
中
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
釣
り
と
い
え
ど
も
ゆ
る
が
せ
に

は
で
き
な
い
。
釣
り
は
い
、
フ
ま
で
も
な
く
魚
を
つ
る
た
め
の
行
為
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
、
政
治
へ
の
単
な
る
比
嚥
か
ら
す
る
も
の
を
超
え
た
、
深
い
道
理
が

あ
る
と
し
て
、
太
公
望
は
以
下
の
よ
『
７
に
い
、
フ
。

○
太
公
曰
く
、
源
ふ
か
く
し
て
水
流
れ
、
水
流
れ
て
魚
こ
れ
に
生
ず
る
は
情

一
一
一
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な
り
。
根
深
く
し
て
木
長
く
、
木
長
く
し
て
實
こ
れ
に
生
ず
る
は
情
な
り
。

君
子
の
情
同
じ
く
し
て
親
合
し
、
親
合
し
て
事
こ
れ
に
生
ず
る
は
情
な
り
。

言
語
應
對
は
情
の
飾
り
な
り
。
至
情
を
言
ふ
は
事
の
極
な
り
。
今
、
臣
は

至
情
を
言
ひ
て
謹
ま
ず
。
君
そ
れ
こ
れ
を
悪
ま
ん
か
。
文
王
曰
く
、
唯
だ

仁
人
の
み
能
く
正
諫
を
受
け
て
、
至
情
を
悪
ま
ず
。
何
す
れ
ぞ
そ
れ
然
ら

ん
。
太
公
曰
く
、
絹
（
い
と
）
微
に
し
て
餌
あ
き
ら
か
な
れ
ば
、
小
魚
こ

れ
を
食
ひ
、
絹
網
（
ち
ゅ
う
）
に
し
て
餌
香
（
か
ん
ば
）
し
け
れ
ば
、
中

魚
こ
れ
を
食
ひ
、
繪
さ
か
ん
に
し
て
餌
豐
か
な
れ
ば
、
大
魚
こ
れ
を
食
ふ
。

夫
れ
魚
は
そ
の
餌
を
食
ひ
て
、
乃
ち
絹
に
牽
か
れ
、
人
は
そ
の
緑
を
食
み

て
乃
ち
君
に
服
す
。
故
に
餌
を
以
て
魚
を
取
れ
ば
、
魚
殺
す
べ
く
、
緑
を

以
て
人
を
取
れ
ば
、
人
喝
す
べ
く
、
家
を
以
て
國
を
取
れ
ば
國
抜
く
べ
く
、

國
を
以
て
天
下
を
取
れ
ば
、
天
下
畢
す
べ
し
。
（
太
公
日
、
源
深
而
水
流
、

水
流
而
而
魚
生
之
、
情
也
、
根
深
而
木
長
、
木
長
而
實
生
之
、
情
也
、
君

子
情
同
而
親
合
、
親
合
而
事
生
之
、
情
也
、
言
語
應
對
者
、
情
之
飾
也
、

言
至
情
者
、
事
之
極
也
、
今
臣
言
至
情
不
諄
、
君
其
悪
之
乎
、
文
王
日
、

唯
仁
人
能
受
正
諫
、
不
悪
至
情
、
何
爲
其
然
、
太
公
日
、
繪
微
餌
明
、
小

魚
食
之
、
絹
網
餌
香
、
中
魚
食
之
、
絹
隆
餌
豐
、
大
魚
食
之
、
夫
魚
食
其

餌
、
乃
牽
於
絹
、
人
食
其
緑
、
乃
服
於
君
、
故
以
餌
取
魚
、
魚
可
殺
、
以

緑
取
人
、
人
可
喝
、
以
家
取
國
、
國
可
抜
、
以
國
取
天
下
、
天
下
可
畢
ｌ

『
六
鞘
』
文
師
）

先
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
釣
り
に
よ
っ
て
「
大
を
観
る
」
と
い
っ

て
い
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
そ
の
「
大
」
と
は
、
偉
大
な
る
道
理
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
道
理
が
、
具
体
的
に
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
引
用

し
た
文
章
で
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
結
論
は
、
結
局
の

『
六
餡
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

と
こ
ろ
、
「
天
下
を
取
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
の
道
理
で
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
大
」
、
つ
ま
り
「
偉
大
な
る
道
」
は
、
言
葉
の
表
面
の
応
対
の
み
で
は

伝
え
ら
れ
な
い
と
、
太
公
望
は
い
う
。
対
話
を
か
わ
す
者
ど
う
し
が
、
「
君
子
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
さ
ら
に
い
、
フ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
道
を
伝
え
る
人
と

伝
え
ら
れ
る
人
と
が
、
心
の
深
い
所
で
理
解
を
か
わ
し
あ
い
、
心
を
一
つ
に
融

合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
君
子
」
と
心
を
共
有
で
き
る
も
の

は
、
あ
る
い
み
で
楽
し
み
を
共
有
で
き
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
「
君
子
」
し
か
い
な
い
。
し
か
も
、
道
を
伝
え
る
「
君
子
」
ど
う
し
の
、

道
へ
の
共
感
か
ら
し
か
、
そ
の
道
を
伝
え
る
こ
と
ば
の
内
容
は
、
現
実
化
へ
の

力
を
持
ち
え
な
い
の
で
あ
る
と
、
太
公
望
は
強
調
す
る
。

太
公
望
の
は
な
し
は
、
「
源
深
く
し
て
水
流
れ
、
水
流
れ
て
魚
こ
れ
に
生
ず
る

は
情
な
り
」
と
い
い
、
「
根
深
く
し
て
木
長
く
、
木
長
く
し
て
実
こ
れ
に
生
ず
る

は
情
な
り
」
と
つ
づ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
「
源
深
い
水
」
、
「
根

深
い
木
」
、
そ
の
「
深
さ
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
「
深
い
」
心
を
持
つ

も
の
を
、
こ
こ
で
、
太
公
は
「
君
子
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
、
フ
な
「
深

い
心
」
の
持
主
ど
う
し
の
心
の
ふ
れ
あ
い
を
、
こ
こ
に
「
君
子
、
情
同
じ
く
し

て
親
合
し
、
親
合
し
て
事
こ
れ
に
生
ず
る
は
情
な
り
」
と
い
う
。
こ
れ
を
受
け

て
文
王
は
太
公
望
に
誓
っ
た
。
「
た
だ
、
仁
人
よ
く
正
諫
を
う
け
て
至
情
を
悪
ま

ず
」
、
と
。
ま
た
、
右
の
引
用
文
で
い
、
７
「
親
合
」
は
、
文
章
の
流
れ
か
ら
し
て
、

「
深
合
」
と
い
、
７
意
味
を
も
お
び
る
で
あ
る
、
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
う

し
た
「
親
合
」
を
ふ
ま
え
て
、
太
公
望
は
「
君
子
」
ど
う
し
の
は
な
し
と
し
て
、

「
釣
り
」
の
こ
と
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
国
を
以
て
天
下
を
取

る
」
と
い
、
う
こ
と
を
、
文
王
に
す
す
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
、
う
な
れ
ば
叛
乱

を
教
唆
す
る
こ
と
に
外
な
ら
ず
、
一
歩
ま
ち
が
え
ば
大
罪
に
お
ち
い
っ
て
し
ま

四
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う
と
い
、
フ
危
険
性
を
も
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
お
互
い
を
「
君
子
」
と
し

て
確
認
し
あ
い
、
「
親
合
」
し
え
て
は
じ
め
て
話
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た

内
容
を
予
想
し
て
、
な
お
か
つ
共
感
し
合
一
し
う
る
人
間
性
の
持
ち
主
を
、
「
君

子
」
と
し
て
、
『
六
鞘
』
の
書
で
は
、
そ
れ
を
太
公
望
の
い
、
フ
と
こ
ろ
と
し
て
規

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
、
フ
に
し
て
、
話
し
の
過
程
に
生
ず
る
は
ず
の

共
感
こ
そ
が
、
現
実
の
「
事
」
を
支
え
る
と
こ
ろ
の
、
甚
大
な
力
の
も
と
と
な

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
釣
り
」
に
お
け
る
魚
と
り
の
は
な
し
は
、
如
上
の
論
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

当
然
の
こ
と
と
し
て
、
話
し
の
展
開
の
う
ち
に
自
然
に
「
国
と
り
」
の
方
法
へ

と
変
っ
て
い
っ
て
い
る
。
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

○
鳴
呼
、
曼
曼
縣
縣
と
し
て
、
其
聚
必
ず
散
じ
、
喫
喋
昧
昧
と
し
て
、
其
光

必
ず
遠
し
。
微
な
る
か
な
聖
人
の
徳
、
誘
乎
と
し
て
濁
り
見
る
。
樂
し
き

か
な
聖
人
の
盧
、
各
々
そ
の
次
に
歸
し
て
敏
を
立
つ
。
文
王
曰
く
、
数
を

立
つ
る
こ
と
い
か
に
し
て
天
下
こ
れ
に
歸
せ
ん
。
太
公
曰
く
、
天
下
は
一

人
の
天
下
に
非
ず
。
乃
ち
天
下
の
天
下
な
り
。
天
下
の
利
を
同
じ
く
す
る

も
の
は
、
天
下
を
得
、
天
下
の
利
を
檀
（
ほ
し
い
ま
ま
）
に
す
る
も
の
は

天
下
を
失
ふ
。
天
に
時
あ
り
、
地
に
財
あ
り
、
よ
く
人
と
こ
れ
を
共
に
す

る
は
仁
な
り
。
仁
の
あ
る
所
は
、
天
下
こ
れ
に
歸
す
。
人
の
死
を
免
れ
し

め
、
人
の
難
を
解
き
、
人
の
患
を
救
ひ
、
人
の
急
を
濟
ふ
は
徳
な
り
。
徳

の
あ
る
所
は
、
天
下
こ
れ
に
歸
す
。
人
と
憂
を
同
じ
く
し
、
樂
を
同
じ
く

し
、
好
を
同
じ
く
し
、
悪
を
同
じ
く
す
る
は
義
な
り
。
義
の
あ
る
所
は
、

天
下
こ
れ
に
赴
く
。
（
鳴
呼
、
曼
曼
縣
縣
、
其
聚
必
散
、
喋
喋
昧
昧
、
其
光

必
遠
、
微
哉
聖
人
之
徳
、
誘
乎
濁
見
、
樂
哉
聖
人
之
盧
、
各
歸
其
次
、
而

立
數
焉
、
文
王
日
、
立
數
何
若
、
而
天
下
歸
之
、
太
公
日
、
天
下
非
一
人

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

之
天
下
、
乃
天
下
之
天
下
也
、
同
天
下
之
利
者
、
則
得
天
下
、
檀
天
下
之

利
者
、
則
失
天
下
、
天
有
時
、
地
有
財
、
能
與
人
共
之
者
仁
也
、
仁
之
所

在
、
天
下
歸
之
、
免
人
之
死
、
解
人
之
難
、
救
人
之
患
、
濟
人
之
急
者
徳

也
、
徳
之
所
在
、
天
下
歸
之
、
與
人
同
憂
同
樂
同
好
同
悪
者
義
也
、
義
之

所
在
、
天
下
赴
之
Ｉ
『
六
鞘
』
文
師
）

天
下
を
と
る
に
は
、
人
民
の
心
を
つ
か
ま
え
な
け
れ
ば
、
絶
対
に
事
は
成
就

し
な
い
と
、
先
ず
太
公
望
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
人
民
が
「
凡
君
」
の
も
と

を
去
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
「
散
」
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
聖

君
の
人
心
を
お
さ
め
る
徳
の
あ
り
方
を
、
「
数
」
を
立
て
る
と
し
て
表
現
し
て
い

ブ
（
》
Ｏ

さ
き
に
引
い
た
文
章
に
お
い
て
「
三
権
」
、
つ
ま
り
三
つ
の
権
謀
術
数
に
つ
い

て
言
及
し
た
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
別
の
こ
と
ば
で
述
べ
て
い
る
。

そ
う
し
て
、
「
国
を
以
て
天
下
を
取
れ
ば
、
天
下
畢
（
つ
く
）
す
べ
し
。
」
と
し

て
、
そ
の
権
術
の
最
終
的
な
到
達
点
と
し
て
、
天
子
の
地
位
に
即
く
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
事
を
不
用
意
に
、
華
や
か
に
と
り
行
い
す
ぎ

る
よ
、
フ
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
「
曼
曼
縣
縣
」
と
し
て
流
れ
て
い
る
時
間
の
経
過
と

⑤

と
も
に
、
「
其
衆
必
ら
ず
散
じ
」
て
し
ま
う
の
で
あ
る
と
、
太
公
望
は
い
う
。
つ

ま
り
、
民
衆
、
臣
下
が
天
子
の
も
と
か
ら
離
散
し
て
し
ま
ミ
フ
と
い
う
、
亡
国
の

危
機
が
、
常
に
あ
る
の
だ
と
、
つ
け
加
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
聖
天
子

の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
危
機
は
な
い
。
聖
天
子
の
ご
と
く
、
「
喫
喋
昧
昧
」
、

す
な
わ
ち
黙
々
と
し
て
自
己
を
表
面
に
出
す
こ
と
な
く
、
地
道
に
政
治
に
専
念

す
れ
ば
、
そ
の
政
権
は
、
地
理
的
に
も
時
間
的
に
も
、
達
く
ま
で
力
を
発
揮
し
、

⑥

そ
の
結
果
、
国
は
安
泰
で
あ
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
聖
天
子
の
政
治

が
、
こ
の
よ
う
に
う
ま
く
行
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
喫
喋
昧
昧
」
と
し
た
態
度

五
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ば
か
り
に
よ
る
の
で
は
、
実
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
現
実
に
、
う
た
れ
る
手

段
の
、
「
数
を
立
て
る
」
と
い
、
フ
言
及
に
注
目
を
は
ら
い
た
い
。
し
か
も
、
「
そ

の
次
に
帰
し
て
」
、
そ
の
「
数
を
立
て
る
」
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
臣
下
、
人
民
の
す
べ
て
を
、
彼
ら
の
好
み
の
合
う
と
こ
ろ
に
そ
の
地
位
を

配
し
て
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
心
を
収
攪
す
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

以
上
の
べ
た
よ
、
フ
に
し
て
、
人
心
の
「
散
」
る
こ
と
を
防
ぎ
、
逆
に
こ
れ
を

「
数
」
（
お
さ
）
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
、
フ
。
太
公
望
は
、
さ
ら
に

こ
の
「
数
」
の
現
象
を
、
「
徳
の
あ
る
所
は
天
下
こ
れ
に
帰
す
」
、
「
義
の
あ
る
と

こ
ろ
は
、
天
下
こ
れ
に
赴
く
」
と
表
現
し
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
、
フ

な
現
象
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
結
局
の
と
こ

ろ
、
人
を
動
か
す
こ
と
で
あ
る
以
上
、
こ
の
問
い
へ
の
答
え
は
、
人
間
を
ど
の

よ
、
フ
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
か
と
い
、
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
与
え
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
右
の
引
用
文
の
あ

と
に
、
す
ぐ
つ
づ
け
て
、
太
公
望
は
以
下
の
よ
、
フ
に
い
、
フ
。

○
凡
そ
人
は
、
死
を
悪
み
て
生
を
樂
（
こ
の
）
み
、
徳
を
好
み
て
利
に
歸
す
。

生
利
を
能
く
す
る
は
、
道
な
り
。
道
の
在
る
所
は
、
天
下
こ
れ
に
歸
す
。

文
王
、
再
拝
し
て
曰
く
、
允
（
ま
こ
と
）
な
る
か
な
、
敢
て
天
の
詔
命
を

受
け
ざ
ら
ん
や
と
。
乃
ち
載
せ
て
與
に
倶
に
歸
り
、
立
て
て
師
と
爲
せ
り
。

（
凡
人
悪
死
而
樂
生
、
好
徳
而
歸
利
、
能
生
利
者
道
也
、
道
之
所
在
、
天

下
歸
之
、
文
王
再
拝
日
、
允
哉
、
敢
不
受
天
之
詔
命
乎
、
乃
載
與
倶
歸
、

下
歸
之
、
文
王
再
拝
日
、
允
邦

立
爲
師
Ｉ
『
六
報
』
文
師
）

冒
頭
に
「
凡
そ
、
人
は
死
を
悪
っ

に
帰
す
」
と
、
そ
の
人
間
性
を
見
』

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

そ
、
人
は
死
を
悪
み
て
生
を
楽
（
こ
の
）
み
、
徳
を
好
み
て
利

そ
の
人
間
性
を
見
ぬ
い
た
太
公
望
は
、
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、
そ

れ
を
要
約
し
て
、
「
生
と
利
と
を
能
く
す
る
は
道
な
り
」
と
の
べ
て
い
る
。
そ
し

て
、
「
道
の
あ
る
と
こ
ろ
は
、
天
下
こ
れ
に
帰
す
」
と
し
め
く
く
る
。
こ
の
よ
う

に
、
人
間
性
の
根
源
に
あ
る
も
の
を
「
生
」
と
「
利
」
へ
の
欲
望
で
あ
る
と
す

る
立
場
を
、
太
公
望
は
と
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
う
し
た
欲
望
を
持
ち
、

こ
の
欲
望
充
足
の
た
め
に
動
く
の
が
、
人
間
で
あ
る
と
、
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
間
観
に
た
つ
か
ぎ
り
、
従
来
の
「
君
子
」
と
か
「
小
人
」
な
ど

と
い
う
区
別
は
、
こ
れ
は
表
面
の
こ
と
で
、
論
ず
る
に
足
り
な
い
部
分
に
注
目

し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
の
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

「
君
子
」
も
「
小
人
」
も
、
「
生
」
と
「
利
」
へ
の
欲
望
、
つ
ま
り
、
生
得
の
、

あ
る
い
は
ま
た
、
動
物
的
と
も
い
え
る
よ
う
な
、
基
本
的
な
部
分
に
お
い
て
、

等
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
、
人
間
に
か
か

わ
る
表
面
上
の
こ
と
と
い
、
フ
の
は
、
自
発
的
に
動
け
る
部
分
を
さ
す
と
み
て
よ

い
。
つ
ま
り
、
あ
る
人
が
、
自
ら
の
理
想
に
よ
っ
て
動
く
か
、
現
実
に
よ
っ
て

動
く
か
と
い
、
う
こ
と
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
動
か
さ
れ
な
く
て
も
動

く
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
面
上
の
部
分
に
よ
る
だ
け
で
は
、

決
定
的
な
形
で
は
国
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
を
構
成
す
る
「
人
」
は
、

「
君
子
」
も
「
小
人
」
も
、
ひ
と
し
な
み
に
、
こ
の
「
生
」
と
「
利
」
へ
の
欲

望
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
「
三
権
」
の
操
作
の
対
象
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
人

間
に
や
ど
る
、
動
物
性
と
も
と
れ
る
、
こ
の
「
生
」
と
「
利
」
へ
の
欲
望
に
注

目
し
、
そ
の
誘
導
に
よ
っ
て
の
み
天
下
を
手
中
に
お
さ
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
、
太
公
望
は
い
、
７
の
で
あ
る
。

一
ハ
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『
六
鞘
』
の
冒
頭
に
は
、
以
下
の
よ
雲
フ
な
文
章
が
つ
ら
ね
ら
れ
て
い
る
。

○
文
王
ま
さ
に
田
（
か
り
）
せ
ん
と
す
。
史
編
、
卜
を
布
き
て
曰
く
、
渭
陽

に
田
せ
ば
、
ま
さ
に
大
い
に
得
る
こ
と
あ
ら
ん
と
す
。
龍
に
あ
ら
ず
、
膨

に
あ
ら
ず
、
虎
に
あ
ら
ず
、
龍
に
あ
ら
ず
、
兆
、
公
侯
を
得
た
り
。
天
、

汝
に
師
を
遣
り
、
こ
れ
を
以
て
昌
を
佐
け
て
、
施
い
て
三
王
に
及
ば
ん
。

文
王
曰
く
、
兆
、
こ
れ
を
致
せ
る
か
。
史
編
曰
く
、
編
の
太
祀
史
檮
、
禺

の
た
め
に
占
い
て
皐
陶
を
得
た
り
。
兆
、
こ
れ
に
比
す
、
と
。
（
文
王
將
田
、

史
編
布
ト
曰
、
田
於
爲
渭
陽
將
大
得
焉
、
非
龍
非
瞬
、
非
虎
非
罷
、
兆
得

公
侯
、
天
遣
汝
師
、
以
之
佐
昌
、
施
及
三
王
、
文
王
日
、
兆
致
是
乎
、
史

編
日
、
編
之
太
蛆
史
檮
、
爲
禺
占
得
皐
陶
、
兆
比
於
此
Ｉ
『
六
鞘
』
文

師
）

狩
猟
の
獲
物
が
何
で
あ
る
か
を
占
っ
て
、
そ
の
大
き
な
獲
物
に
つ
い
て
、
こ

⑦

こ
で
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
獲
物
は
龍
で
も
な
く
、
瞬
（
ち
）
で
も

な
く
、
虎
で
も
な
く
、
寵
（
ひ
ぐ
ま
）
で
も
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
龍
や
虎

や
龍
な
ど
は
、
狩
猟
の
獲
物
と
し
て
は
最
上
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
し
か
も
、
龍
・
爵
な
ど
と
い
う
動
物
は
、
お
そ
ら
く
は
想
像
上
の
も
の

で
あ
り
、
実
際
の
狩
り
で
は
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
現
実
を
こ
え
て
想
像

し
、
フ
る
最
上
の
獲
物
と
い
う
こ
と
で
、
こ
、
フ
し
た
名
称
を
出
し
た
の
で
あ
る
、
フ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
実
際
に
狩
り
を
し
て
捕
獲
さ
れ
る
え
も
の
の
、
う
ち
で
も
、
最

も
よ
い
も
の
の
上
に
、
想
像
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
し
て
、
さ
ら
に
す
ぐ
れ
た
も

の
を
つ
ら
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
狩
り
の
た
め
の
占
い
に
あ
ら
わ

二
、
動
物
イ
メ
ー
ジ

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

れ
た
も
の
は
、
昔
々
、
禺
が
、
忠
功
の
臣
、
皐
陶
を
得
た
と
き
の
も
の
と
同
じ

で
あ
っ
た
。
文
王
に
帝
業
を
な
さ
し
め
る
た
め
の
助
け
と
も
、
師
と
も
な
る
ほ

ど
の
人
物
を
、
こ
の
た
び
の
狩
り
で
は
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
る
、
フ
と
、

占
い
に
出
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
大
人
物
を
話
題
と
し
て
提

出
す
る
と
き
、
そ
の
対
応
物
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
の
が
、
龍
・
瀞
・
虎
・
窯
の

四
種
の
動
物
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
動
物
と
、
の
ち
に
あ
げ
ら
れ
た
人

物
と
は
、
実
は
、
全
く
の
無
縁
の
も
の
と
い
、
フ
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
る
、
フ
。

こ
の
こ
と
を
述
べ
た
て
な
が
ら
、
次
第
に
一
つ
の
、
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
前
提
に
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
と
い
い
か
え
た
に
し
て
も
、
大
き
な
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る

い
み
で
、
貴
重
で
す
ぐ
れ
た
動
物
に
よ
っ
て
、
傑
出
し
た
人
間
を
イ
メ
ー
ジ
す

る
こ
と
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
書
フ
。
そ
の
よ
、
フ
な
例
と
し
て
、
『
六
報
』
で

は
、
つ
ぎ
の
よ
、
フ
な
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。

○
夫
れ
王
者
の
道
は
、
龍
首
の
如
く
、
高
く
居
り
て
遠
く
望
み
、
深
く
硯
て

審
に
蕊
き
、
そ
の
形
を
示
し
て
そ
の
情
を
隠
し
、
天
の
高
く
し
て
極
む
く

か
ら
ざ
る
が
若
く
、
淵
の
深
く
し
て
測
る
べ
か
ら
ざ
る
が
若
し
。
故
に
怒

る
べ
く
し
て
怒
ら
ざ
れ
ば
、
姦
臣
乃
ち
お
こ
り
、
殺
す
べ
く
し
て
殺
さ
ざ

れ
ば
、
大
賊
乃
ち
發
し
、
兵
勢
、
行
は
れ
ざ
れ
ば
、
敵
國
乃
ち
強
し
。
文

王
曰
く
、
善
い
か
な
。
（
夫
王
者
之
道
、
如
龍
首
、
高
居
而
遠
望
、
深
覗
而

審
鶏
、
示
其
形
、
隠
其
情
、
若
天
之
高
、
不
可
極
也
、
若
淵
之
深
、
不
可

測
也
、
故
可
怒
而
不
怒
、
姦
臣
乃
作
、
可
殺
而
不
殺
、
大
賊
乃
發
、
兵
勢

不
行
、
敵
國
乃
強
、
文
王
日
、
善
哉
Ｉ
『
六
鞘
』
上
賢
）

こ
こ
に
は
、
王
者
を
龍
に
な
ぞ
ら
え
る
立
場
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
王
者
の
あ
り
方
が
、
深
淵
に
ひ
そ
み
、
時
に
天
に
昇
る
龍

七
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の
形
と
行
動
と
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
又
、
龍
の
性

癖
と
行
動
と
に
思
い
を
い
た
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
こ
と
が
王
者
の
イ
メ
ー

ジ
を
形
成
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

う
（
一
、
「
ノ
Ｏ

ま
た
、
以
下
の
よ
、
フ
な
記
述
も
あ
る
。

○
鶯
烏
、
將
に
撃
た
ん
と
す
れ
ば
、
卑
く
飛
ん
で
翼
を
数
め
、
猛
獣
、
將
に

榑
た
ん
と
す
れ
ば
、
耳
を
詞
（
す
ぼ
）
め
て
傭
伏
す
。
聖
人
、
將
に
動
か

ん
と
す
れ
ば
、
必
ら
ず
愚
な
る
色
あ
り
。
今
、
か
の
有
商
、
衆
口
相
惑
は

し
て
、
紛
紛
秒
秒
と
し
て
、
色
を
好
む
こ
と
極
ま
り
な
し
。
こ
れ
亡
國
の

證
な
り
。
吾
、
其
の
野
を
観
れ
ば
、
草
菅
、
穀
に
勝
ち
、
吾
、
其
の
衆
を

観
れ
ば
、
邪
曲
、
直
に
勝
ち
、
吾
、
其
の
吏
を
観
れ
ば
、
暴
虐
、
残
賊
す
。

法
を
敗
り
刑
を
創
れ
ど
も
、
上
下
覺
ら
ず
。
こ
れ
亡
國
の
時
な
り
。
大
明

發
す
れ
ば
、
萬
物
み
な
照
ら
さ
れ
、
大
義
發
す
れ
ば
、
萬
物
皆
利
し
、
大

兵
發
す
れ
ば
、
萬
物
み
な
服
す
。
大
な
る
か
な
聖
人
の
徳
、
濁
り
聞
き
濁

り
見
る
、
樂
し
き
か
な
・
（
鶯
烏
將
鑿
、
卑
飛
數
翼
、
猛
獣
將
榑
、
稠
耳
傭

伏
、
聖
人
將
動
、
必
有
愚
色
、
今
彼
有
商
、
衆
口
相
惑
、
紛
紛
秒
秒
、
好

色
無
極
、
此
亡
國
之
證
也
、
吾
観
其
野
、
草
菅
勝
穀
、
吾
観
其
衆
、
邪
曲

勝
直
、
吾
観
其
吏
、
暴
虐
残
賊
、
敗
法
飢
刑
、
上
下
不
覺
、
此
亡
國
之
時

也
、
大
明
發
而
萬
物
皆
照
、
大
義
發
而
萬
物
皆
利
、
大
兵
發
而
萬
物
皆
服
、

大
哉
聖
人
之
徳
、
燭
聞
濁
見
、
樂
哉
Ｉ
『
六
餡
』
發
啓
）

こ
こ
で
は
、
烏
と
け
も
の
と
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら

は
た
だ
の
烏
や
け
も
の
で
は
な
い
。
鳥
の
方
は
鶯
烏
と
書
か
れ
て
お
り
、
け
も

の
の
場
合
に
は
、
猛
獣
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鶯
烏
と
い
う
の
は
、
鷲

（
わ
し
）
や
、
蘆
（
た
か
）
や
、
隼
（
は
や
ぶ
さ
）
な
ど
の
よ
う
な
、
飛
ぶ
こ

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

と
が
速
く
、
性
質
も
激
し
い
烏
の
こ
と
で
あ
る
。
猛
獣
に
つ
い
て
は
、
虎
な
ど

の
よ
う
な
、
体
も
大
き
く
、
強
い
け
も
の
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で

Ｊ
ｂ
力
今
い
・

鶯
烏
は
、
ま
さ
に
大
き
く
は
ば
た
き
、
獲
物
を
と
ろ
う
と
し
て
と
び
上
ろ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
一
度
、
お
も
い
き
り
翼
を
す
ぼ
め
る
。
そ
の
た
め
、
必
然

的
に
飛
ぶ
高
さ
も
ひ
く
く
な
る
。
そ
、
フ
し
て
そ
こ
か
ら
一
気
に
羽
を
広
げ
て
上

翔
す
る
。
猛
獣
は
相
手
に
お
そ
い
か
か
ろ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
耳
を
す
ぼ
め
、

身
を
ち
ぢ
め
て
、
パ
ッ
と
ば
か
り
に
と
び
か
か
る
。

こ
こ
で
は
、
鶯
烏
や
猛
獣
を
、
人
の
な
か
で
も
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
さ

れ
る
聖
人
に
関
連
さ
せ
て
記
述
を
す
す
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
贄
烏
と
猛
獣
が
、

ま
さ
に
獲
物
に
と
び
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
直
前
の
、
身
を
ち
ぢ
め
、
か
が
め

て
い
る
状
態
が
、
彼
ら
の
大
き
な
力
の
源
泉
だ
と
と
ら
え
、
そ
れ
を
聖
人
が
身

を
誇
る
こ
と
な
く
、
謙
遜
し
て
、
あ
た
か
も
愚
人
の
ご
と
く
に
ふ
る
ま
い
、
人

に
も
そ
の
よ
、
フ
に
と
ら
れ
て
い
る
よ
、
フ
な
状
態
と
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
、
フ
な
聖
人
の
生
き
て
い
る
時
代
と
環
境

と
は
、
ま
さ
に
亡
国
の
時
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
に
こ
そ
、
あ

た
か
も
鶯
烏
や
猛
獣
の
ご
と
く
、
聖
人
が
一
気
に
そ
の
本
領
を
発
揮
し
て
立
ち

上
が
れ
ば
、
こ
こ
に
い
、
う
よ
、
フ
に
、
「
大
明
発
す
れ
ば
、
万
物
み
な
照
ら
さ
れ
、

大
義
発
す
れ
ば
、
万
物
皆
利
し
、
大
兵
発
す
れ
ば
、
万
物
み
な
服
す
」
と
い
う

よ
、
フ
に
、
偉
大
な
力
を
社
会
に
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
。
そ
う
し

て
、
つ
い
に
は
世
の
中
が
治
ま
り
、
太
平
の
世
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
引
い
た
文
章
の
冒
頭
の
「
贄
烏
ひ
く
く
飛
ん
で
翼
を
数
め
、
猛
獣
ま

さ
に
榑
た
ん
と
す
れ
ば
耳
を
す
ぼ
め
て
傭
伏
す
」
と
い
、
７
と
こ
ろ
に
は
、
い
、
７

八
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な
れ
ば
、
負
の
動
作
の
発
見
と
、
そ
の
価
値
の
認
識
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
見
た
い
。
で
は
、
こ
、
フ
し
た
認
識
は
、
い
か
に
し
て

得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
つ
い
で
に
見
て
お
き
た
い
・

○
文
王
、
割
に
在
り
、
太
公
を
召
し
て
曰
く
、
鳴
呼
、
商
王
、
虐
き
は
ま
り

て
享
あ
ら
ざ
る
を
罪
殺
す
。
公
尚
、
予
を
助
け
て
民
を
憂
ふ
る
こ
と
い
か

ん
。
太
公
曰
く
、
王
そ
れ
徳
を
修
め
て
以
て
賢
に
下
り
、
民
を
惠
ん
で
天

道
を
観
よ
。
天
道
、
狭
ひ
な
け
れ
ば
、
先
づ
偶
ふ
く
か
ら
ず
、
人
道
、
災

ひ
な
け
れ
ば
、
先
づ
謀
る
べ
か
ら
ず
。
必
ず
天
の
狭
ひ
を
見
、
又
、
人
の

災
ひ
を
見
て
、
乃
ち
も
っ
て
謀
る
べ
し
。
必
ず
そ
の
陽
を
見
、
又
そ
の
陰

を
見
て
、
乃
ち
そ
の
心
を
知
る
。
必
ず
そ
の
外
を
見
、
又
そ
の
内
を
見
て
、

乃
ち
そ
の
意
を
知
る
。
必
ず
そ
の
疏
ん
ず
る
を
見
、
又
そ
の
親
し
む
を
見

て
乃
ち
そ
の
情
を
知
る
。
そ
の
道
を
行
け
ば
、
道
い
た
す
べ
き
な
り
、
そ

の
門
に
從
へ
ば
、
門
、
入
る
べ
き
な
り
。
そ
の
禮
を
立
つ
れ
ば
、
禮
な
る

べ
き
な
り
、
そ
の
強
を
孚
へ
ば
、
強
、
勝
つ
べ
き
な
り
。
全
勝
は
罰
は
ず
、

大
兵
は
創
つ
く
る
こ
と
な
し
。
鬼
榊
と
通
ず
。
微
な
る
か
な
微
な
る
か
な
。

人
と
同
病
相
救
ひ
、
同
情
相
成
し
、
同
悪
相
助
け
、
同
好
相
遷
（
お
も
）

む
く
。
故
に
甲
兵
な
く
し
て
勝
ち
、
衝
機
な
く
し
て
攻
め
、
溝
麺
な
く
し

て
守
る
。
大
智
は
智
な
ら
ず
、
大
謀
は
謀
ら
ず
、
大
勇
は
勇
な
ら
ず
、
大

利
は
利
な
ら
ず
。
天
下
を
利
す
る
も
の
は
、
天
下
之
を
啓
き
、
天
下
を
害

す
る
も
の
は
、
天
下
こ
れ
を
閉
づ
。
天
下
は
一
人
の
天
下
に
非
ず
、
乃
ち

天
下
の
天
下
な
り
。
天
下
を
取
る
も
の
は
、
野
獣
を
逐
ふ
が
若
く
に
し
て
、

天
下
み
な
肉
を
分
つ
の
心
あ
り
。
舟
を
同
じ
く
し
て
濟
る
が
若
し
。
濟
れ

ば
皆
そ
の
利
を
同
じ
く
し
、
敗
る
れ
ば
皆
そ
の
害
を
同
じ
く
す
。
然
れ
ば

す
な
わ
ち
皆
も
っ
て
、
こ
れ
を
啓
く
こ
と
あ
り
て
、
も
っ
て
之
を
閉
づ
る

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

こ
と
あ
る
な
き
な
り
。
民
よ
り
取
る
こ
と
な
き
も
の
は
、
民
を
取
る
も
の

な
り
。
民
に
取
る
こ
と
な
き
も
の
は
、
民
、
こ
れ
を
利
と
し
、
國
に
取
る

こ
と
な
き
も
の
は
、
國
こ
れ
を
利
と
し
、
天
下
に
取
る
こ
と
な
き
も
の
は
、

天
下
、
こ
れ
を
利
と
す
。
故
に
道
は
見
る
べ
か
ら
ざ
る
に
在
り
、
事
は
聞

く
べ
か
ら
ざ
る
に
在
り
、
勝
は
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
在
り
、
微
な
る
か
な

微
な
る
か
な
。
（
文
王
在
鄙
、
召
太
公
日
鳴
呼
、
商
王
虐
極
、
罪
殺
不
睾
、

公
尚
助
予
憂
民
如
何
、
太
公
日
、
王
其
修
徳
、
以
下
賢
、
惠
民
以
観
天
道
、

天
道
無
映
、
不
可
先
侶
、
人
道
無
災
、
不
可
先
謀
、
必
見
天
映
、
又
見
人

災
、
乃
可
以
謀
、
必
見
其
陽
、
又
見
其
陰
、
乃
知
其
心
、
必
見
其
外
、
又

見
其
内
、
乃
知
其
意
、
必
見
其
疏
、
又
見
其
親
、
乃
知
其
情
、
行
其
道
、

道
可
致
也
、
從
其
門
、
門
可
入
也
、
立
其
禮
、
禮
可
成
也
、
箏
其
強
、
強

可
勝
也
、
全
勝
不
闘
、
大
兵
無
創
、
與
鬼
肺
邇
、
微
哉
微
哉
、
與
人
同
病

相
救
、
同
情
相
成
、
同
悪
相
助
、
同
好
相
超
、
故
無
甲
兵
而
勝
、
無
衝
機

而
攻
、
無
溝
麺
而
守
、
大
智
不
智
、
大
謀
不
謀
、
大
勇
不
勇
、
大
利
不
利
、

利
天
下
者
、
天
下
啓
之
、
害
天
下
者
、
天
下
閉
之
、
天
下
者
、
非
一
人
之

天
下
、
乃
天
下
之
天
下
也
、
取
天
下
者
、
若
逐
野
獣
、
而
天
下
皆
有
分
肉

之
心
、
若
同
舟
而
濟
、
濟
則
皆
同
其
利
、
敗
則
皆
同
其
害
、
然
則
皆
有
以

啓
之
、
無
有
以
閉
之
也
、
無
取
於
民
者
、
取
民
者
也
、
無
取
民
者
、
民
利

之
、
無
取
國
者
、
國
利
之
、
無
取
天
下
者
、
天
下
利
之
、
故
道
在
不
可
見
、

事
在
不
可
聞
、
勝
在
不
可
知
、
微
哉
微
哉
Ｉ
『
六
餡
』
發
啓
）

一
見
、
亡
国
の
時
に
直
面
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
王
朝
で
さ
え
も
、
本
当
に

そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
自

然
の
災
害
を
天
の
く
だ
す
狭
（
わ
ざ
わ
い
）
と
と
ら
え
、
そ
れ
が
お
こ
っ
て
い

る
か
ど
、
う
か
と
い
、
う
こ
と
と
、
人
心
の
離
叛
、
即
ち
こ
こ
で
い
、
フ
と
こ
ろ
の
人

九
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災
が
あ
る
か
否
か
を
、
よ
く
見
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
、

現
象
に
依
拠
し
な
が
ら
、
そ
の
背
後
に
あ
る
、
目
に
見
え
な
い
、
「
天
道
の
向
背
」

を
知
る
手
段
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
「
陽
と
陰
」
を
見
て
、
人
の
心
を
知
れ
、
と
い
う
。
ま
た
、
「
外
と

内
」
を
み
て
、
人
の
心
を
推
し
は
か
れ
と
も
い
、
フ
。
さ
ら
に
、
あ
る
人
物
が
い

か
な
る
人
を
「
疏
ん
じ
て
い
る
か
、
親
し
ん
で
い
る
か
」
を
み
て
、
人
の
情
、

つ
ま
り
、
心
の
真
実
を
し
っ
か
り
と
つ
か
め
と
い
う
。
い
ず
れ
も
表
面
の
現
象

か
ら
だ
け
で
は
真
実
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
は
じ
め
て
、
「
鬼
神
と
通
ず
る
」
、
つ
ま
り
、
微
妙

な
道
理
、
認
識
に
到
達
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
自
分
よ
り

も
強
い
軍
隊
に
も
勝
つ
こ
と
が
で
き
、
自
分
自
身
は
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
、
勝

利
を
手
中
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
、
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状

況
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
前
述
の
外
面
と
内
面
の
両
方
へ
の
ゆ
き
と
ど
い
た

認
識
の
外
に
、
さ
ら
に
、
ど
の
よ
う
な
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
人
と
同
病
あ
い
救
い
、
同
情
あ
い
成
し
、
同
悪
あ
い
助
け
、
同
好
あ
い
超

（
お
も
む
）
く
」
、
と
、
こ
こ
に
引
い
た
文
章
で
は
の
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
、
フ
に

君
主
は
人
民
と
、
真
に
心
身
に
お
い
て
一
体
化
し
た
と
き
、
そ
こ
に
予
想
外
の

莫
大
な
力
が
生
ず
る
と
い
う
。
そ
こ
で
戦
う
と
、
ま
さ
に
敵
な
し
の
状
態
と
な

る
と
さ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
壜
フ
な
力
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
違
う
か
。
「
天
下
を
利
す
る

も
の
は
、
天
下
こ
れ
を
啓
き
、
天
下
を
害
す
る
も
の
は
、
天
下
こ
れ
を
閉
ず
」

と
こ
こ
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
啓
き
」
「
閉
ず
」
と
い
、
う
こ
と
に
注
目
が
払
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
引
用
の
文
章
は
、
さ
ら
に

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

以
下
の
よ
、
フ
に
つ
づ
け
る
。
「
天
下
を
取
る
も
の
は
、
野
獣
を
逐
う
が
如
く
に
し

て
、
天
下
皆
、
肉
を
分
つ
の
心
あ
り
、
舟
を
同
じ
く
し
て
済
る
が
如
し
、
済
れ

ば
皆
そ
の
利
を
同
じ
く
し
、
敗
る
れ
ば
皆
そ
の
害
を
同
じ
く
す
。
然
れ
ば
皆
、

こ
れ
を
啓
く
こ
と
あ
り
て
、
こ
れ
を
閉
ず
る
こ
と
あ
る
な
き
な
り
」
、
と
。
こ
う

し
て
み
る
と
、
「
啓
く
」
、
「
閉
ず
」
と
い
》
フ
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
民
が
主

君
に
一
体
化
し
て
、
わ
が
こ
と
と
し
て
協
力
す
る
か
、
し
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
と
い
え
よ
、
フ
。
そ
ミ
フ
し
て
、
な
ぜ
人
民
は
主
君
に
協
力
す
る
の
か
と
い

え
ば
、
そ
れ
は
主
君
と
利
害
が
一
致
す
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
利

害
の
あ
り
所
を
見
分
け
、
確
実
に
と
ら
え
る
と
ら
え
方
が
君
主
の
眼
識
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
そ
の
其
本
的
姿
勢
と
立
場
と
を
こ
こ
で
は
「
野
獣
を
逐
う
が
若

し
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
本
質
を
右
の
引
用
文

で
は
つ
ぎ
の
よ
、
フ
に
い
、
フ
。
「
民
よ
り
取
る
こ
と
な
き
も
の
は
、
民
を
取
る
も
の

な
り
。
民
に
と
る
こ
と
な
き
も
の
は
、
民
こ
れ
を
利
と
し
、
国
に
取
る
こ
と
な

き
は
、
国
こ
れ
を
利
と
し
、
天
下
に
取
る
こ
と
な
き
も
の
は
、
天
下
こ
れ
を
利

と
す
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
管
フ
に
、
自
分
が
取
ろ
う
と
す
る
、
人
民
、
国
、
天
下

か
ら
、
自
己
の
利
益
を
む
さ
ぼ
り
す
ぎ
な
い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
。
こ

の
相
手
か
ら
取
り
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
、
相
手
か
ら
大
い
に
取
る

こ
と
に
な
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
取

る
こ
と
が
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
相
手
の
利
益
を
十
分
に
考
え
て
や
る
こ
と
が
、

最
も
自
ら
の
利
益
に
つ
な
が
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
野
獣
を
逐
う
」
も

の
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
、
こ
の
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
自
分
を
助
け
て
一
し
ょ
に
野
獣
狩
り
に
参
加
し
て
い
る
仲
間
達
に
、
十
分

に
報
い
る
だ
け
の
肉
を
分
け
て
や
る
と
い
、
フ
心
が
け
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

一

○



88

「
取
る
」
と
い
う
自
益
・
自
利
の
現
象
の
背
後
に
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
よ

り
有
効
に
成
り
立
た
せ
る
べ
く
働
い
て
い
る
、
「
与
え
る
」
と
い
う
利
他
の
行
為
、

つ
ま
り
自
ら
の
利
益
に
相
反
す
る
、
マ
イ
ナ
ス
の
行
為
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
と
、

太
公
望
は
い
、
フ
。
こ
の
こ
と
の
大
き
な
役
わ
り
が
、
衆
人
に
は
わ
か
っ
て
い
な

い
。
こ
の
こ
と
を
太
公
望
は
、
「
道
は
見
る
べ
か
ら
ざ
る
に
あ
り
、
事
は
聞
く
べ

か
ら
ざ
る
に
在
り
、
勝
は
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
在
り
、
微
な
る
か
な
、
微
な
る

か
な
」
と
い
、
フ
。

こ
の
「
微
な
る
」
こ
と
の
発
見
と
認
識
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
章
の

冒
頭
に
あ
げ
た
と
こ
ろ
の
、
鶯
烏
・
猛
獣
の
姿
態
に
外
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

そ
れ
ら
の
動
物
が
、
ひ
く
く
飛
ん
で
翼
を
お
さ
め
る
こ
と
と
、
耳
を
す
ぼ
め
て

身
を
伏
せ
る
と
い
う
行
動
を
す
る
。
そ
う
し
た
行
動
へ
の
深
い
観
察
と
、
そ
こ

か
ら
の
解
釈
が
出
発
点
と
な
っ
て
、
こ
の
「
微
な
る
も
の
」
へ
の
認
識
が
導
か

れ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
章
に
引
い
た
『
六
餡
』
か
ら
の
引
用
文
に
お
い

て
、
見
て
き
た
ご
と
く
で
あ
る
。

社
会
の
新
生
に
大
き
な
力
を
発
揮
す
る
と
こ
ろ
の
聖
人
の
、
「
将
に
動
か
ん
と

す
れ
ば
、
必
ら
ず
愚
な
る
色
あ
り
」
と
い
う
行
為
の
モ
デ
ル
も
、
前
述
の
動
物

た
ち
の
動
き
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
動
き
は
じ
め
た
聖
人
の
行
為
の
、
利
他
の

立
場
も
、
動
物
を
逐
う
狩
人
の
集
団
を
モ
デ
ル
に
し
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
動
物
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
人
間
の
価
値
の
認
識
と
、
行
為
の
型

の
発
見
と
に
あ
ず
か
っ
て
、
大
き
な
力
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
軍
隊
と
動
物
イ
メ
ー
ジ

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

㈹
軍
人
に
お
け
る
動
物
イ
メ
ー
ジ

⑧

『
六
鞘
』
に
お
い
て
は
、
一
群
の
軍
人
た
ち
を
「
股
肱
羽
翼
」
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
猛
獣
の
股
（
も
も
）
・
肱
（
ひ
じ
）
お
よ
び
鶯
烏
の
つ
ば

さ
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
る
、
フ
。
『
六
鞘
』
の
な
か

で
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
軍
隊
の
構
成
に
つ
い
て
以
下
の
ご
と
く
述
べ

て
い
る
。

○
武
王
、
太
公
に
問
う
て
曰
く
、
王
者
、
師
を
帥
ゐ
る
に
、
必
ず
股
肱
羽
翼

あ
り
て
以
て
威
紳
を
成
す
。
こ
れ
を
な
さ
ん
こ
と
奈
何
ん
、
と
。
太
公
日

く
、
凡
そ
兵
を
塞
げ
、
師
を
帥
ゐ
る
に
は
、
將
を
以
て
命
と
な
す
。
命
は

通
達
に
あ
り
、
一
術
を
守
ら
ず
、
能
に
因
り
て
職
を
授
け
、
各
々
、
長
ず

る
と
こ
ろ
を
取
り
、
時
に
随
ひ
鐘
化
し
て
、
以
て
綱
紀
を
爲
す
。
故
に
將

に
股
肱
羽
翼
七
十
二
人
あ
り
て
、
以
て
天
道
に
應
ず
。
數
を
備
ふ
る
こ
と

法
の
如
く
し
、
審
に
命
理
を
知
る
。
殊
能
異
技
萬
事
畢
（
つ
）
く
。
（
武
王

問
太
公
日
、
王
者
帥
師
、
必
有
股
肱
羽
翼
、
以
成
威
紳
、
爲
之
奈
何
、
太

公
日
、
凡
翠
兵
帥
師
、
以
將
爲
命
、
命
在
通
逹
、
不
守
一
術
、
因
能
授
職
、

各
取
所
長
、
随
時
鐘
化
、
以
爲
綱
紀
、
故
將
有
股
肱
羽
翼
七
十
二
人
、
以

應
天
道
、
備
數
如
法
、
審
知
命
理
、
殊
能
異
技
、
萬
事
畢
美
Ｉ
『
六
鞘
』

王
翼
）

王
者
が
、
そ
の
任
務
を
逐
行
す
る
た
め
に
は
、
必
ら
ず
「
股
肱
羽
翼
」
の
助

け
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
と
、
こ
こ
に
は
い
、
フ
。

そ
の
こ
と
を
さ
ら
に
具
体
的
に
、
つ
ぎ
の
よ
雷
フ
に
述
べ
て
い
る
。
軍
隊
に
は
、

ま
ず
大
將
が
任
命
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
大
將
に
は
七
十
二

人
の
「
股
肱
羽
翼
」
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
七
十
二
人
と
い
う
の
は
、
天
の

⑨

道
、
つ
ま
り
法
則
に
か
な
っ
た
数
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
十
分
に
力
を

出
し
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
軍
隊
の
力
が
と
と
の
、
フ
の
で
あ
る
、
と
。
そ
、
フ
し
て
、

一
一
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そ
の
七
十
二
の
「
股
肱
羽
翼
」
の
一
々
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ご
と
く
の
べ
て

い
つ
つ
。○

武
王
曰
く
、
そ
の
目
を
請
ひ
問
ふ
、
と
。
太
公
日
、
腹
心
一
人
、
謀
を
賛

け
卒
に
應
じ
、
天
を
撲
り
、
鐘
を
消
し
、
計
謀
を
總
攪
し
て
、
民
命
を
保

全
す
る
こ
と
を
主
る
。
謀
士
五
人
、
安
危
を
圖
り
、
未
萌
を
慮
り
、
行
能

を
論
じ
、
賞
罰
を
明
に
し
、
官
位
を
授
け
、
嫌
疑
を
決
し
、
可
否
を
定
む

る
こ
と
を
主
る
。
天
文
三
人
、
星
暦
を
司
り
、
風
氣
を
候
ひ
、
時
日
を
推

し
、
符
験
を
考
へ
、
災
異
を
校
り
て
、
天
心
去
就
の
機
を
知
る
こ
と
を
主

る
。
地
利
三
人
、
軍
の
行
止
の
形
勢
、
利
害
の
消
息
、
遠
近
瞼
易
、
水
個

山
阻
、
地
利
を
失
は
ざ
る
こ
と
を
主
る
。
兵
法
九
人
、
異
同
を
講
論
し
、

成
敗
を
行
事
し
、
兵
器
を
簡
練
し
、
非
法
を
刺
筆
す
る
こ
と
を
主
る
。
通

糧
四
人
、
飲
食
を
度
り
、
蓄
積
を
備
へ
、
糧
道
を
通
じ
、
五
穀
を
致
し
て
、

三
軍
を
し
て
困
乏
せ
ざ
ら
し
む
る
こ
と
を
主
る
。
奮
威
四
人
、
材
力
を
樺

び
、
兵
革
を
論
じ
、
風
馳
電
製
、
由
る
所
を
知
ら
ざ
る
こ
と
を
主
る
。
伏

旗
鼓
三
人
、
旗
鼓
を
伏
せ
、
耳
目
を
明
ら
か
に
し
、
符
印
を
誰
り
、
號
令

を
謬
り
、
闇
忽
と
し
て
往
來
し
、
出
入
す
る
こ
と
肺
の
若
く
な
る
こ
と
を

主
る
。
股
肱
四
人
、
重
き
を
任
じ
、
難
き
を
持
し
、
溝
蓮
を
修
め
、
壁
塁

を
治
め
て
以
て
守
禦
に
備
ふ
る
こ
と
を
主
る
。
通
才
二
人
、
遣
を
拾
ひ
過

を
補
ひ
、
賓
客
に
應
偶
し
、
議
論
談
語
し
て
、
患
を
消
し
結
を
解
く
こ
と

を
主
る
。
權
士
三
人
、
奇
論
を
行
ひ
、
殊
異
を
設
け
、
人
の
識
る
所
に
非

ず
し
て
、
無
窮
の
愛
を
行
ふ
こ
と
を
主
る
。
耳
目
七
人
、
往
來
し
て
言
を

蕊
き
鍵
を
硯
、
四
方
の
事
、
軍
中
の
情
を
寶
る
こ
と
を
主
る
。
爪
牙
五
人
、

威
武
を
揚
げ
、
三
軍
を
激
勵
し
、
難
を
冒
し
鏡
を
攻
め
て
、
疑
盧
す
る
所

な
き
を
主
る
。
羽
翼
四
人
、
名
譽
を
揚
げ
、
遠
方
を
震
は
し
、
四
境
を
動

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

か
し
て
、
以
て
敵
の
心
を
弱
く
す
る
こ
と
を
主
る
。
遊
士
八
人
、
姦
を
伺

ひ
鍵
を
候
ひ
、
人
情
を
開
閨
し
、
敵
の
意
を
観
て
、
以
て
間
諜
を
爲
す
こ

と
を
主
る
。
術
士
二
人
、
藷
詐
を
爲
し
、
鬼
紳
に
依
託
し
て
、
以
て
衆
の

心
を
惑
は
す
こ
と
を
主
る
。
方
士
三
人
、
百
藥
以
て
金
瘡
を
治
め
、
以
て

萬
病
を
癌
す
こ
と
を
主
る
。
法
算
二
人
、
三
軍
の
螢
塁
糧
食
、
財
用
出
入

を
會
計
す
る
こ
と
を
主
る
。
（
武
王
日
、
諸
問
其
目
、
太
公
日
、
腹
心
一
人
、

主
賛
謀
應
卒
、
撲
天
消
鍵
、
總
攪
計
謀
、
保
全
民
命
、
謀
士
五
人
、
、
王
圖

安
危
、
盧
未
萌
、
論
行
能
、
明
賞
罰
、
授
官
位
、
決
嫌
疑
、
定
可
否
、
天

文
三
人
、
主
司
星
暦
、
候
風
氣
、
推
時
日
、
考
符
験
、
校
災
異
、
知
天
心

去
就
之
機
、
地
利
三
人
、
主
軍
行
止
形
勢
、
利
害
消
息
、
遠
近
瞼
易
、
水

個
山
阻
、
不
失
地
利
、
兵
法
九
人
、
主
講
論
異
同
、
行
事
成
敗
、
簡
練
兵

器
、
刺
翠
非
法
、
邇
根
四
人
、
主
度
飲
食
、
備
蓄
積
、
邇
狼
道
、
致
五
穀
、

↓
令
三
軍
不
困
乏
、
奮
威
四
人
、
主
揮
材
力
、
論
兵
革
、
風
馳
電
禦
、
不
知

所
由
、
伏
旗
鼓
三
人
、
主
伏
旗
鼓
、
明
耳
目
、
諭
符
印
、
謬
號
令
、
闇
忽

往
來
、
出
入
若
紳
、
股
肱
四
人
、
主
任
重
持
難
、
修
溝
麺
、
治
壁
塁
、
以

備
守
禦
、
通
才
二
人
、
主
拾
漬
補
過
、
應
偶
賓
客
、
議
論
談
語
、
消
患
解

結
、
權
士
三
人
、
主
行
奇
譜
、
設
殊
異
、
非
人
所
識
、
行
無
窮
之
鍵
、
耳

目
七
人
、
主
往
來
鶏
言
覗
鍵
、
寶
四
方
之
事
、
軍
中
之
情
、
爪
牙
五
人
、

主
揚
威
武
、
激
勵
三
軍
、
使
冒
難
攻
鋭
、
無
所
疑
盧
、
羽
翼
四
人
、
主
揚

名
譽
、
震
遠
方
、
動
四
境
、
以
弱
敵
心
、
遊
士
八
人
、
主
伺
姦
候
鍵
、
開

閨
人
情
、
観
敵
之
意
、
以
爲
間
諜
、
術
士
二
人
、
主
爲
論
詐
、
依
託
鬼
紳
、

以
惑
衆
心
、
方
士
三
人
、
主
百
藥
以
治
金
瘡
、
以
癌
萬
病
、
法
算
二
人
、

主
會
計
三
軍
螢
塁
粧
食
財
用
出
入
Ｉ
『
六
鞘
』
王
翼
）

七
十
二
人
の
「
股
肱
羽
翼
」
に
つ
い
て
は
、
以
上
に
の
べ
て
い
る
ご
と
く
で

一
一
一
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あ
る
。
す
な
わ
ち
、
腹
心
一
人
、
謀
士
五
人
、
天
文
三
人
、
地
利
三
人
、
兵
法

九
人
、
通
糧
四
人
、
奮
威
四
人
、
伏
旗
鼓
三
人
、
股
肱
四
人
、
通
才
二
人
、
権

士
三
人
、
耳
目
七
人
、
爪
牙
五
人
、
羽
翼
四
人
、
遊
士
八
人
、
術
士
二
人
、
方

士
三
人
、
法
算
二
人
で
あ
る
。

「
股
肱
羽
翼
」
の
上
に
い
て
、
軍
隊
の
中
心
と
な
る
「
将
」
の
重
要
性
に
つ

い
て
は
、
『
六
鞘
』
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
書
フ
に
と
ら
え
て
い
る
。

○
兵
は
國
の
大
事
、
存
亡
の
道
な
り
。
命
は
將
に
在
り
、
將
は
國
の
輔
け
、

先
王
の
重
ん
ず
る
所
な
り
。
故
に
將
を
置
く
こ
と
、
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

故
に
曰
く
、
兵
は
雨
つ
な
が
ら
勝
た
ず
。
ま
た
雨
つ
な
が
ら
敗
れ
ず
、
と
。

兵
出
で
て
境
を
蹄
之
、
期
十
日
な
ら
ず
し
て
、
國
を
亡
ぼ
す
こ
と
あ
ら
ざ

れ
ば
、
必
ず
軍
を
破
り
將
を
殺
す
こ
と
あ
ら
ん
。
武
王
曰
く
、
善
い
か
な
。

（
兵
者
國
之
大
事
、
存
亡
之
道
、
命
在
於
將
、
將
者
國
之
輔
、
先
王
之
所

重
也
、
故
置
將
不
可
不
察
也
、
故
日
、
兵
不
雨
勝
、
亦
不
雨
敗
、
兵
出
踊

境
、
期
不
十
日
、
不
有
亡
國
、
必
有
破
軍
殺
將
、
武
王
日
、
善
哉
Ｉ
『
六

餡
』
論
將
）

戦
争
は
国
の
存
亡
の
か
ぎ
を
に
ぎ
る
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
戦
い
の
結
果
は
、

こ
こ
に
い
う
よ
う
に
、
勝
ち
か
負
け
し
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
戦
争
の
主
体
と

な
る
、
軍
の
行
動
の
責
任
を
負
う
も
の
が
将
軍
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
将
軍

こ
そ
は
国
の
興
亡
の
運
命
を
左
右
す
る
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
将
軍
の
権

力
の
重
さ
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
、
さ
ら
に
成
さ
れ
て
い
る
。

○
武
王
、
太
公
に
問
、
う
て
曰
く
、
將
を
立
つ
る
の
道
は
い
か
ん
、
と
。
太
公

曰
く
、
凡
そ
國
に
難
あ
れ
ば
、
君
、
正
殿
を
避
け
、
將
を
召
し
て
こ
れ
に

詔
し
て
曰
く
、
肚
稜
の
安
危
、
一
に
將
軍
に
在
り
。
今
、
某
國
不
臣
な
れ

ば
、
願
は
く
は
將
軍
、
師
を
帥
ゐ
て
こ
れ
に
應
へ
よ
、
と
。
將
、
す
で
に

『
六
諸
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

命
を
受
く
れ
ば
、
乃
ち
太
史
に
命
じ
て
卜
し
、
齋
す
る
こ
と
三
日
、
太
廟

に
ゆ
き
、
霊
韮
を
鎖
り
、
吉
日
を
ト
し
て
、
以
て
斧
鋏
を
授
く
。
君
、
廟

門
に
入
り
て
、
西
面
し
て
立
ち
、
將
、
廟
門
に
入
り
て
、
北
面
し
て
立
つ
。

君
、
親
ら
鋏
を
操
り
、
首
を
持
ち
て
、
將
に
そ
の
柄
を
授
け
て
曰
く
、
こ

れ
よ
り
上
、
天
に
至
る
ま
で
、
將
軍
、
こ
れ
を
制
せ
よ
、
と
。
復
た
斧
を

操
り
柄
を
持
ち
て
、
將
に
そ
の
刃
を
授
け
て
曰
く
、
こ
れ
よ
り
下
、
淵
に

至
る
ま
で
、
將
軍
、
こ
れ
を
制
せ
よ
、
と
。
（
武
王
問
太
公
日
、
立
將
之
道

奈
何
、
太
公
日
、
凡
國
有
難
、
君
避
正
殿
、
召
將
而
詔
之
日
、
肚
穆
安
危
、

一
在
將
軍
、
今
某
國
不
臣
、
願
將
軍
帥
師
應
之
也
、
將
既
受
命
、
乃
命
太

史
ト
、
齋
三
日
、
之
太
廟
、
鑛
襄
韮
、
卜
吉
日
、
以
授
斧
鋏
、
君
入
廟
門
、

西
面
而
立
、
將
入
廟
門
、
北
面
而
立
、
君
親
操
鋏
持
首
、
授
將
其
柄
日
、

從
此
上
至
天
者
將
軍
制
之
、
復
操
斧
持
柄
、
授
將
其
刃
日
、
從
此
下
至
淵

者
、
將
軍
制
之
Ｉ
『
六
鞘
』
立
將
）

将
軍
の
任
の
重
さ
に
つ
い
て
は
、
「
社
稜
の
安
危
、
一
に
将
軍
に
あ
り
」
と
ま

で
い
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
権
力
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
王
は

「
上
、
天
に
い
た
る
ま
で
将
軍
こ
れ
を
制
せ
よ
。
下
、
淵
に
至
る
ま
で
将
軍
こ

れ
を
制
せ
よ
」
、
と
詔
り
し
て
い
っ
て
い
る
。

一
方
、
将
軍
は
ま
た
自
ら
の
権
力
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
王
に
要
求
し

て
い
る
。

○
臣
、
既
に
命
を
受
け
て
、
斧
鋏
の
威
を
專
ら
に
す
。
臣
、
敢
て
生
き
て
還

ら
じ
。
願
は
く
は
君
、
ま
た
一
言
の
命
を
臣
に
垂
れ
よ
・
君
、
臣
に
許
さ

ざ
れ
ば
、
臣
あ
へ
て
將
た
ら
じ
、
と
。
君
こ
れ
を
許
す
。
乃
ち
群
し
て
行

く
。
軍
中
の
事
、
君
命
を
聞
か
ず
、
皆
、
將
よ
り
出
づ
。
敵
に
臨
み
戦
を

決
し
て
、
二
心
あ
る
な
し
。
此
の
若
く
な
れ
ば
、
上
に
天
な
く
、
下
に
地

一
一
一
一
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な
く
、
前
に
敵
な
く
、
後
に
君
な
し
。
是
故
に
智
者
、
こ
れ
が
た
め
に
謀

り
、
勇
者
、
こ
れ
が
た
め
に
鬮
ひ
、
氣
、
青
雲
を
属
ぎ
、
疾
き
こ
と
、
馳

蕉
す
る
が
若
く
、
兵
、
刃
を
接
せ
ず
し
て
、
敵
は
降
服
す
。
戦
ひ
て
外
に

勝
ち
、
功
う
ち
に
立
つ
。
吏
、
上
賞
に
遷
さ
れ
、
百
姓
權
悦
し
、
將
、
筈

映
（
き
ゅ
う
あ
う
）
な
し
。
こ
の
ゆ
え
に
、
風
雨
時
節
し
、
五
穀
豐
登
し
、

祗
稜
安
寧
な
り
。
武
王
曰
く
、
善
い
か
な
。
（
臣
既
受
命
、
專
斧
鍼
之
威
、

臣
不
敢
生
還
、
願
君
亦
垂
一
言
之
命
於
臣
、
君
不
許
臣
、
臣
不
敢
將
、
君

許
之
、
乃
鮮
而
行
、
軍
中
之
事
、
不
聞
君
命
、
皆
由
將
出
、
臨
敵
決
戦
、

無
有
二
心
、
若
此
則
無
天
於
上
、
無
地
於
下
、
無
敵
於
前
、
無
君
於
後
、

是
故
智
者
爲
之
謀
、
勇
者
爲
之
鬮
、
氣
属
青
雲
、
疾
若
馳
篤
、
兵
不
接
刃
、

而
敵
降
服
、
戦
勝
於
外
、
功
立
於
内
、
吏
遷
上
賞
、
百
姓
歎
悦
、
將
無
筈

映
、
是
故
風
雨
時
節
、
五
穀
豐
登
、
祗
稜
安
寧
、
武
王
日
、
善
哉
１
『
六

餡
』
立
將
）

将
軍
は
、
「
一
言
の
命
を
臣
に
垂
れ
よ
」
、
と
い
、
フ
。
こ
れ
は
、
軍
隊
の
内
部

の
こ
と
は
、
王
の
命
令
を
待
た
ず
に
、
将
軍
が
自
分
の
判
断
で
と
り
お
こ
な
っ

て
い
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
求
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
王
は
許
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
軍
中
の
こ
と
、
君
命
を
聞
か
ず
、
皆
、
将
よ
り
出
ず
」

と
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
又
、
「
か
く
の
若
く
な
れ
ば
上
に
天
な
く
、
下
に
地

な
く
、
前
に
敵
な
く
、
後
に
君
な
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
同
じ
事
情

に
よ
る
。

将
軍
に
は
、
こ
の
よ
う
に
君
権
を
も
超
越
す
る
よ
う
な
大
き
な
権
力
も
、
軍

隊
の
中
で
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
将
軍
の
、
以
上
に
の
べ
た
よ
う

な
権
力
を
、
現
実
の
も
の
と
し
て
、
実
現
さ
せ
る
の
に
、
必
要
不
可
欠
な
も
の

が
、
前
述
の
七
十
二
人
の
「
股
肱
羽
翼
」
の
活
躍
に
外
な
ら
な
い
。

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

こ
の
章
の
主
題
に
そ
っ
て
、
も
う
一
度
、
「
股
肱
羽
翼
」
の
こ
と
に
話
題
を
移

し
た
い
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
股
肱
羽
翼
」
と
い
う
こ
と
ば
自
体
、

動
物
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
そ
の
な
か
で
も
、
直
接
に
動
物
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
深
い
と
見
ら
れ

る
、
い
く
つ
か
の
、
「
股
肱
羽
翼
」
の
構
成
内
容
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
い
か
に

動
物
の
イ
メ
ー
ジ
と
連
接
し
て
い
る
か
と
い
、
う
こ
と
を
、
た
し
か
め
て
お
き
た

い
。

ま
ず
、
「
股
肱
四
人
」
。
役
わ
り
の
お
も
な
も
の
は
、
「
重
き
を
任
じ
、
溝
藪
を

修
め
、
壁
塁
を
治
め
て
、
守
禦
に
備
ふ
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
」
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
防
衛
の
た
め
の
、
士
塁
や
、
溝
を
築
く
こ
と
を
司
る
も
の

で
、
戦
い
の
基
本
的
条
件
の
整
備
の
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
。
動
物
が
体
を
支

え
、
物
を
動
か
す
と
き
に
つ
か
《
フ
、
股
（
も
も
）
や
、
肱
（
ひ
じ
）
の
よ
う
に
、

基
本
的
な
動
作
を
行
う
器
官
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
こ
に
は
投
影
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
「
耳
目
四
人
」
。
将
軍
の
耳
と
も
な
り
、
目
と
も
な
っ
て
、
戦
い
に
お

け
る
情
報
収
集
の
任
務
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
敵
に
対
し
て
ば
か
り

で
な
く
、
「
軍
中
の
情
」
も
さ
ぐ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
一
種
の
、
叛
乱
防
止
の

任
も
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
動
物
の
鋭
い
聴
覚

や
視
覚
の
器
官
で
あ
る
、
耳
や
目
に
、
そ
の
名
を
置
う
て
い
る
こ
と
は
、
い
う

ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
、
「
爪
牙
五
人
」
。
こ
れ
は
「
威
武
を
揚
げ
、
三
軍
を
激
励
し
、
難
を

冒
し
て
鋭
を
攻
め
、
疑
盧
す
る
所
な
き
を
主
る
」
と
の
べ
て
あ
る
。
軍
の
士
気

を
高
め
る
た
め
、
先
頭
に
な
っ
て
戦
う
の
あ
ろ
う
。
い
う
な
れ
ば
、
猛
獣
の
敵

に
つ
か
み
か
か
る
と
き
の
、
爪
や
牙
の
よ
う
に
、
ま
つ
先
に
敵
に
い
く
こ
む
部

分
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。

一
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さ
い
ご
に
、
「
羽
翼
四
人
」
。
「
名
誉
を
挙
げ
、
遠
方
を
震
わ
し
、
四
境
を
動
か

し
て
、
以
て
敵
の
心
を
弱
く
す
る
こ
と
を
主
る
」
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
説
明
し

て
い
る
。
一
種
の
、
心
理
・
宣
伝
作
戦
を
練
り
、
実
行
す
る
任
務
を
負
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
戦
に
よ
り
、
味
方
の
戦
意
が
高
揚
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
さ
ま
を
鶯
烏
が
高
翔
す
る
と
き
そ
の
力
づ
よ
い
羽
翼
の
活
動
に
な
ぞ
ら
え

て
、
そ
の
任
に
あ
た
る
者
の
職
名
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

将
軍
と
、
そ
れ
を
助
け
る
「
股
肱
羽
翼
七
十
二
人
」
と
は
、
相
共
同
し
て
軍

の
首
脳
部
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
集
団
は
、
見
方
に
よ
れ
ば
、
将
軍
を

頭
部
に
し
て
、
「
股
肱
羽
翼
」
を
身
体
お
よ
び
手
足
と
す
る
、
一
つ
の
大
き
な
動

物
、
あ
る
い
は
ま
た
、
人
間
と
も
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に

見
て
き
た
、
「
股
肱
羽
翼
七
十
二
人
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
手
足
、
耳
目
、
爪
牙
、

羽
翼
と
い
う
よ
う
に
、
動
物
の
い
ろ
い
ろ
な
器
官
の
イ
メ
ー
ジ
の
反
映
に
よ
っ

て
命
名
さ
れ
、
そ
の
任
務
ま
で
が
説
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
と
り
出
す
こ
と

の
で
き
た
の
は
わ
ず
か
な
部
分
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
、
「
股
肱
羽
翼
七
十
二

人
」
は
、
そ
の
名
称
か
ら
推
し
て
も
、
動
物
、
こ
と
に
鶯
烏
・
猛
獣
の
た
く
ま

し
い
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
作
用
し
て
、
形
成
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
よ
、
フ
に
思

わ
れ
て
な
ら
な
い
。
こ
、
フ
し
て
、
将
軍
と
「
股
肱
羽
翼
」
は
一
体
化
し
、
猛
り

狂
う
、
大
き
な
力
を
ふ
る
う
動
物
、
あ
る
い
は
巨
人
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
統
一
さ

れ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
君
権
を
も
超
え
る
よ
う
な
、
大
き
な
権
力
と
軍
事
力

の
根
源
も
、
あ
る
い
み
で
、
そ
れ
ら
の
鶯
烏
、
あ
る
い
は
猛
獣
た
ち
の
力
へ
の

信
仰
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
竜
フ
。

㈲
布
陣
に
つ
い
て
の
動
物
イ
メ
ー
ジ

前
項
に
お
い
て
は
、
軍
の
組
織
に
、
動
物
に
対
す
る
あ
る
種
の
イ
メ
ー
ジ
が

寓
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
べ
た
の
で
あ
る
が
、
実
戦
に
お
け
る
戦
陣

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

の
形
成
に
も
、
こ
の
動
物
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
と
い
、
う
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
に
み
て
い
き
た
い
。

○
武
王
、
太
公
に
間
う
て
曰
く
、
兵
を
引
き
て
深
く
諸
侯
の
地
に
入
り
、
高

山
盤
石
、
そ
の
上
に
亭
亭
た
る
草
木
あ
る
こ
と
な
き
に
遇
ひ
て
、
四
面
に

敵
を
受
け
、
吾
が
三
軍
恐
催
し
、
士
卒
迷
惑
す
る
に
、
吾
れ
、
以
て
守
ら

ば
固
く
、
以
て
戦
は
ば
勝
た
ん
こ
と
を
欲
せ
ば
、
こ
れ
を
な
さ
ん
こ
と
い

か
ん
。
太
公
曰
く
、
凡
そ
、
三
軍
山
の
高
き
に
慮
れ
ば
、
敵
の
た
め
に
棲

ま
せ
ら
れ
、
山
の
下
き
に
虚
れ
ば
、
敵
の
た
め
に
囚
は
る
。
既
に
以
て
山

を
被
り
て
虚
ら
ば
、
必
ず
烏
雲
の
陳
を
つ
く
れ
。
烏
雲
の
陳
は
、
陰
陽
み

な
備
へ
、
或
は
そ
の
陰
に
屯
し
、
或
は
そ
の
陽
に
屯
す
。
山
の
陽
に
虚
ら

ば
山
の
陰
に
備
へ
、
山
の
陰
に
虚
ら
ば
山
の
陽
に
備
へ
、
山
の
左
に
虎
ら

ば
山
の
右
に
備
へ
、
山
の
右
に
虎
ら
ば
山
の
左
に
備
へ
、
敵
よ
く
陵
ぐ
と

こ
ろ
は
、
兵
そ
の
表
に
備
へ
、
衝
道
通
谷
は
、
絶
つ
に
武
車
を
以
て
し
、

高
く
旋
旗
を
お
き
、
謹
み
て
三
軍
に
勅
し
て
、
敵
人
を
し
て
吾
れ
の
情
を

知
ら
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。
こ
れ
を
山
城
と
謂
ふ
。
行
列
す
で
に
定
ま
り
、

士
卒
す
で
に
陳
し
、
法
令
す
で
に
行
は
れ
、
奇
正
す
で
に
設
け
、
お
の
お

の
衝
陳
を
山
の
表
に
お
き
、
兵
の
慮
る
所
を
便
に
し
、
乃
ち
車
騎
を
分
ち

て
烏
雲
の
陳
を
つ
く
り
、
三
軍
疾
く
戦
は
ば
、
敵
人
衆
し
と
い
へ
ど
も
、

そ
の
將
、
檎
に
す
べ
し
。
（
武
王
問
太
公
日
、
引
兵
深
入
諸
侯
之
地
、
遇
高

山
磐
石
、
其
上
亭
亭
、
無
有
草
木
、
四
面
受
敵
、
吾
三
軍
恐
灌
、
士
卒
迷

惑
、
吾
欲
以
守
則
固
、
以
戦
則
勝
、
爲
之
奈
何
、
太
公
日
、
凡
三
軍
虎
山

之
高
、
則
爲
敵
所
棲
、
虎
山
之
下
、
則
爲
敵
所
囚
、
既
以
被
山
而
虚
必
爲

烏
雲
之
陳
、
烏
雲
之
陳
、
陰
陽
皆
備
、
或
屯
其
陰
、
或
屯
其
陽
、
虎
山
之

陽
、
備
山
之
陰
、
虎
山
之
陰
、
備
山
之
陽
、
虎
山
之
左
、
備
山
之
右
、
虚

一
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山
之
右
、
備
山
之
左
、
敵
所
能
陵
者
、
兵
備
其
表
、
街
道
通
谷
、
絶
以
武

車
、
高
置
旋
旗
、
謹
勅
三
軍
、
無
使
敵
人
知
吾
之
情
、
是
謂
山
城
、
行
列

已
定
、
士
卒
已
陳
、
法
令
已
行
、
奇
正
已
設
、
各
置
衝
陳
於
山
之
表
、
便

兵
所
虚
、
乃
分
車
騎
、
爲
烏
雲
之
陳
、
三
軍
疾
戦
、
敵
人
錐
衆
、
其
將
可

檎
Ｉ
『
六
鞘
』
烏
雲
山
兵
）

わ
が
軍
が
、
敵
に
四
方
を
囲
ま
れ
、
絶
体
絶
命
の
窮
地
に
お
ち
い
っ
た
と
き
、

そ
れ
を
突
破
す
る
方
法
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
右
に
引
い
た
文
章
に
お
い
て
は
、

例
え
ば
、
山
頂
に
陣
を
し
い
た
と
き
、
山
下
を
敵
に
と
り
ま
か
れ
た
よ
う
な
場

合
、
「
烏
雲
の
陳
」
を
布
く
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
を
、

「
陰
陽
み
な
備
え
、
或
は
そ
の
陰
に
屯
し
、
或
は
そ
の
陽
に
屯
す
」
な
ど
と
説

明
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
、
以
下
の
よ
『
フ
な
記
述
も
あ
る
。

よ
り
わ
か
り
や
す
い
説
き
か
た
に
注
目
し
た
い
。

○
武
王
曰
く
、
敵
、
得
て
詐
る
べ
か
ら
ず
、
吾
が
士
卒
、
迷
惑
し
、
敵
人
わ

が
前
後
を
越
え
れ
ば
、
わ
が
三
軍
、
敗
走
せ
ん
。
こ
れ
を
爲
さ
ん
こ
と
奈

何
ん
、
と
。
太
公
曰
く
、
途
を
求
む
る
の
道
は
、
金
玉
を
、
王
と
な
す
。
必

ず
敵
の
使
に
よ
り
て
、
精
微
な
る
を
寶
と
な
す
。
武
王
曰
く
、
敵
人
、
わ

が
伏
兵
を
知
り
て
、
大
軍
あ
へ
て
濟
ら
ず
、
別
將
、
隊
を
分
ち
て
以
て
水

を
蹄
ゆ
れ
ば
、
吾
が
三
軍
大
い
に
恐
れ
ん
。
こ
れ
を
爲
さ
ん
こ
と
奈
何
ん
。

太
公
曰
く
、
此
の
如
き
も
の
は
、
分
ち
て
衝
陳
を
な
し
、
兵
の
虚
る
所
を

便
に
し
、
そ
の
畢
く
出
づ
る
を
ま
ち
て
、
我
が
伏
兵
を
發
し
て
、
疾
く
そ

の
後
を
撃
ち
、
強
弩
は
雨
妾
よ
り
そ
の
左
右
を
射
、
車
騎
は
分
ち
て
、
烏

雲
の
陳
を
つ
く
り
、
そ
の
前
後
に
備
へ
て
、
三
軍
、
疾
く
戦
へ
・
敵
人
、

わ
が
戦
ひ
合
ふ
を
見
て
、
そ
の
大
軍
、
必
ず
水
を
濟
り
て
來
ら
ん
。
わ
が

伏
兵
を
發
し
て
、
疾
く
そ
の
後
を
撃
ち
、
車
騎
は
そ
の
左
右
を
衝
け
。
敵

『
六
籍
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

、

人
、
衆
し
と
難
も
、
そ
の
將
、
走
ら
す
べ
し
。
凡
そ
兵
を
用
ふ
る
の
大
要

は
、
敵
に
當
り
戦
に
臨
み
て
、
必
ず
衝
陳
を
置
き
、
兵
の
慮
る
所
を
便
に

し
、
然
る
後
に
車
騎
を
以
て
分
っ
て
烏
雲
の
陳
を
つ
く
る
。
こ
れ
、
兵
を

用
ふ
る
の
奇
な
り
。
い
は
ゆ
る
烏
雲
と
は
、
烏
散
じ
て
雲
合
し
、
鍵
化
す

る
こ
と
窮
り
な
き
も
の
な
り
。
武
王
曰
く
、
善
い
か
な
。
（
武
王
日
、
敵
不

可
得
而
詐
、
吾
士
卒
迷
惑
、
敵
人
越
我
前
後
、
吾
三
軍
敗
而
走
、
爲
之
奈

何
、
太
公
日
、
求
途
之
道
、
金
玉
爲
主
、
必
因
敵
使
、
精
微
爲
寶
、
武
王

日
、
敵
人
知
我
伏
兵
、
大
軍
不
肯
濟
、
別
將
分
隊
以
踊
於
水
、
吾
三
軍
大

恐
、
爲
之
奈
何
、
太
公
日
、
如
此
者
、
分
爲
衝
陳
、
便
兵
所
虚
、
須
其
畢

出
、
發
我
伏
兵
、
疾
鑿
其
後
、
強
弩
雨
壽
、
射
其
左
右
、
車
騎
分
爲
烏
雲

之
陳
、
備
其
前
後
、
三
軍
疾
戦
、
敵
人
見
我
戦
合
、
其
大
軍
必
濟
水
而
來
、

發
我
伏
兵
、
疾
鑿
其
後
、
車
騎
衝
其
左
右
、
敵
人
錐
衆
、
其
將
可
走
、
凡

用
兵
之
大
要
、
當
敵
臨
戦
、
必
置
衝
陳
、
便
兵
所
虚
、
然
後
以
車
騎
、
分

爲
烏
雲
之
陳
、
此
用
兵
之
奇
也
、
所
謂
烏
雲
者
、
烏
散
而
雲
合
、
鍵
化
無

窮
者
也
、
武
王
日
、
善
哉
Ｉ
『
六
鞘
』
烏
雲
澤
兵
）

「
烏
雲
の
陳
」
の
定
義
と
し
て
、
「
こ
れ
兵
を
用
ふ
る
の
奇
な
り
。
い
は
ゆ
る

烏
雲
と
は
、
烏
、
散
じ
て
、
雲
、
合
う
。
変
化
き
わ
ま
り
な
き
も
の
な
り
」
、
と

述
べ
て
い
る
。
烏
が
群
れ
て
い
る
か
と
思
う
と
、
パ
ッ
と
飛
び
散
り
、
た
だ
よ
っ

て
い
る
白
雲
が
、
時
々
あ
ち
こ
ち
か
ら
集
ま
っ
て
合
わ
さ
る
と
い
う
よ
う
な
ぐ

あ
い
に
、
自
由
自
在
に
変
化
し
、
人
の
意
表
を
つ
く
よ
う
な
す
ば
や
い
集
合
離

散
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
陣
形
を
変
化
さ
せ
て
敵
軍
と
戦
う
こ
と
を
こ
の
「
烏

雲
の
陳
」
は
本
命
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
、
フ
に
周
囲
を
と
り
ま
か
れ
な
が
ら
、

軍
隊
が
そ
こ
か
ら
脱
出
し
て
攻
勢
に
転
ず
る
た
め
の
、
最
も
有
効
な
陣
立
て
の

一
つ
に
、
こ
の
「
烏
雲
の
陳
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
軍
を
い
く
つ
か

一
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前
章
で
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
『
六
餡
』
に
お
い
て
は
、
軍
隊
が
全
体
と
し

て
、
あ
た
か
も
一
頭
の
動
物
で
あ
り
、
戦
闘
時
の
動
き
に
し
て
も
、
動
物
の
動

き
そ
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
、
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
え
る
よ
、
フ
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
点
は
、
軍
隊
の
構
成
要
素
で
あ
る
、
兵
器
や
、
兵
士
に
つ
い
て
も
い
え

る
の
で
あ
る
薄
フ
か
。

『
六
鞘
』
の
書
は
、
文
字
ど
お
り
六
つ
の
「
餡
」
、
つ
ま
り
「
六
つ
の
収
蔵
庫
」
、

⑩

あ
る
い
は
「
六
つ
の
秘
策
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
そ
の
よ
う
に
し
て
軍
事
上

の
秘
密
の
策
略
の
書
で
あ
る
こ
の
書
籍
は
、
全
体
を
六
章
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

に
分
け
、
そ
の
分
合
の
す
ば
や
い
動
き
に
よ
り
、
敵
の
有
利
な
軍
勢
を
分
断
し
、

心
理
的
に
も
敵
を
か
き
乱
し
、
敵
陣
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
必
死

の
作
戦
で
あ
る
。
そ
う
し
た
敵
の
混
乱
に
乗
じ
て
活
路
を
見
出
し
て
、
攻
撃
に

転
じ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
数
あ
る
布
陣
方
法
の
な
か
で
も
、
こ
と
に
有

効
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
右
に
引
用
し
た
文
章
の
な
か

で
、
説
得
的
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
有
効
な
陣
立
て
の
成
立
に
、
動

物
、
こ
こ
で
は
烏
で
あ
る
が
、
そ
の
習
性
が
大
き
く
影
を
お
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
い
み
で
、
軍
隊
の
戦
闘
活
動
そ
の
も
の
が
、
動
物
の
動
き
を
つ
よ

く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
、
フ
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
軍
隊
の
組
織
・
動
き
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
、
動
物
に
つ
い
て

の
人
間
の
見
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
数
々
が
、
強
く
反
映
さ
れ
て
形
成
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
と
い
、
う
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。

四
、
兵
器
と
兵
士
を
め
ぐ
っ
て

『
六
籍
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

前
の
二
つ
の
章
は
、
「
文
餡
」
と
「
武
鞘
」
と
で
あ
る
。
残
り
の
四
章
が
「
龍
鞘
」
・

「
虎
餡
」
・
「
豹
餡
」
・
「
犬
餡
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
後
の
四
章
は
、

そ
れ
ぞ
れ
動
物
の
名
に
よ
っ
て
章
立
て
が
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
書

に
お
け
る
、
軍
事
と
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
の
つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
の
深
さ
を
、

よ
く
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

「
虎
餡
」
に
は
、
武
器
に
つ
い
て
の
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
虎
の
猛
威
と

武
器
の
威
力
と
の
関
連
を
想
定
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
章
の
名
と
、
そ
の

内
容
と
の
強
い
関
係
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

○
武
王
、
太
公
に
閲
う
て
曰
く
、
王
者
、
兵
を
塞
ぐ
る
に
、
三
軍
の
器
用
、

攻
守
の
具
、
科
品
の
衆
寡
、
豈
に
法
あ
り
や
。
太
公
曰
く
、
大
な
る
か
な

王
の
問
や
。
夫
れ
攻
守
の
具
、
各
々
科
品
あ
り
、
こ
れ
兵
の
大
威
な
り
。

武
王
曰
く
、
願
は
く
は
こ
れ
を
聞
か
ん
、
と
。
（
武
王
問
太
公
日
、
王
者
畢

兵
、
三
軍
器
用
、
攻
守
之
具
、
科
品
衆
寡
、
豈
有
法
乎
、
太
公
日
、
大
哉

王
之
問
也
、
夫
攻
守
之
具
、
各
有
科
品
、
此
兵
之
大
威
也
、
武
王
日
、
願

聞
之
Ｉ
『
六
餡
』
軍
用
）

兵
を
挙
げ
る
の
に
、
「
三
軍
の
器
用
、
攻
守
の
具
、
科
品
の
衆
寡
、
あ
に
法
あ

り
や
」
、
と
、
挙
兵
に
必
要
な
武
器
の
数
に
つ
い
て
の
「
法
」
、
つ
ま
り
法
則
な

い
し
は
規
準
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
武
王
は
問
題
に
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
太

公
は
、
武
器
の
数
と
兵
の
威
力
と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
き
な
関
連
が
あ

る
と
す
る
。
そ
う
し
て
、
最
大
限
の
軍
威
を
発
揮
す
る
た
め
の
、
兵
器
の
内
容

と
数
と
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
、
フ
に
述
べ
て
い
る
。

○
太
公
曰
く
、
凡
そ
兵
を
用
ふ
る
の
大
數
、
甲
士
萬
人
に
將
た
る
、
法
、
武

衝
の
大
扶
晉
三
十
六
乘
を
用
ふ
。
材
士
の
強
弩
、
矛
戟
を
翼
と
な
し
、
一

車
ご
と
に
二
十
四
人
あ
り
。
之
を
推
す
に
八
尺
の
車
輪
を
以
て
し
、
車
上

一
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に
旗
鼓
を
立
つ
。
兵
法
に
こ
れ
を
震
駮
と
謂
ふ
。
堅
陳
を
陥
れ
、
強
敵
を

敗
る
。
武
翼
の
大
櫓
矛
戟
、
扶
青
七
十
二
具
あ
り
。
材
士
の
強
弩
、
矛
戟

を
翼
と
な
し
、
五
尺
の
車
輪
を
以
て
す
。
絞
車
の
連
弩
、
自
ら
副
た
り
。

堅
陳
を
陥
れ
、
強
敵
を
敗
る
。
提
翼
の
小
櫓
扶
胄
、
一
百
四
十
具
あ
り
。

絞
車
の
連
弩
、
自
ら
副
た
り
。
鹿
車
輪
を
以
て
し
、
堅
陳
を
陥
れ
、
強
敵

を
敗
る
。
大
黄
の
参
連
弩
大
扶
晉
三
十
六
乘
あ
り
。
材
士
の
強
弩
、
矛
戟

を
翼
と
な
す
。
飛
鳧
電
影
、
自
ら
副
た
り
。
飛
鳧
は
、
赤
菫
白
羽
、
銅
を

以
て
首
と
な
す
。
電
影
は
、
青
菫
赤
羽
、
鐡
を
以
て
首
と
な
す
。
書
は
則

ち
絲
縞
の
長
さ
六
尺
、
廣
さ
六
寸
を
以
て
光
耀
と
な
す
。
夜
は
則
ち
白
縞

の
長
さ
六
尺
、
廣
さ
六
寸
な
る
を
以
て
流
星
と
な
す
。
堅
陳
を
陥
れ
、
歩

騎
を
敗
る
。
大
扶
胄
の
衝
車
、
三
十
六
乘
あ
り
。
蟷
螂
の
武
士
、
共
に
載

す
。
以
て
縦
横
を
鑿
ち
強
敵
を
敗
る
べ
し
。
輻
車
騎
冠
、
一
に
電
車
と
名

づ
く
。
兵
法
に
こ
れ
を
電
撃
と
い
ふ
。
堅
陳
を
陥
れ
、
歩
騎
を
敗
る
。
冠
、

夜
來
る
と
き
は
、
前
の
矛
戟
扶
胄
の
輕
車
、
一
百
六
十
乘
、
蟷
螂
の
武
士

三
人
、
共
に
載
す
。
兵
法
に
、
こ
れ
を
霊
鑿
と
い
ふ
。
堅
陳
を
陥
れ
、
歩

騎
を
敗
る
。
（
太
公
日
、
凡
用
兵
之
大
數
、
將
甲
士
萬
人
、
法
用
武
衝
大
扶

胄
三
十
六
乘
、
材
士
強
弩
矛
戟
爲
翼
、
一
車
二
十
四
人
、
推
之
以
八
尺
車

輪
、
車
上
立
旗
鼓
、
兵
法
謂
之
震
駮
、
陥
堅
陳
、
敗
強
敵
、
武
翼
大
櫓
矛

戟
、
扶
晉
七
十
二
具
、
材
士
強
弩
矛
戟
爲
翼
、
以
五
尺
車
輪
、
絞
車
連
弩

自
副
、
陥
堅
陳
、
敗
強
敵
、
提
翼
小
櫓
扶
胄
一
百
四
十
具
、
絞
車
連
弩
自

副
、
以
鹿
車
輪
、
陥
堅
陳
、
敗
強
敵
、
大
黄
参
連
弩
大
扶
晉
三
十
六
乘
、

材
士
強
弩
矛
戟
爲
翼
、
飛
鳧
電
影
自
副
、
飛
鳧
赤
菫
白
羽
、
以
銅
爲
首
、

電
影
青
菫
赤
羽
、
以
鐡
爲
首
、
書
則
以
絲
縞
長
六
尺
、
廣
六
寸
、
爲
光
耀
、

夜
則
以
白
縞
長
六
尺
、
廣
六
寸
、
爲
流
星
、
陥
堅
陳
、
敗
歩
騎
、
大
扶
胄

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

衝
車
三
十
六
乘
、
蟷
螂
武
士
共
載
、
可
以
鑿
縦
横
、
敗
強
敵
、
輔
車
騎
憲
、

一
名
電
車
、
兵
法
謂
之
電
撃
、
陥
堅
陳
、
敗
歩
騎
、
志
夜
來
、
前
矛
戟
扶

胄
輕
車
一
百
六
十
乘
、
蟷
螂
武
士
三
人
共
載
、
兵
法
謂
之
霊
鑿
、
陥
堅
陳
、

敗
歩
騎
Ｉ
『
六
鞘
』
軍
用
）

こ
れ
は
、
兵
士
一
万
人
を
一
つ
の
部
隊
と
し
て
、
そ
の
編
成
を
の
べ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
お
も
に
戦
車
と
、
そ
の
要
員
と
し
て
の
兵
士
の
配
備
に

⑪

言
及
し
て
い
る
。
戦
車
に
つ
い
て
は
、
武
衝
大
扶
晉
三
十
六
輌
、
武
翼
大
櫓
矛

⑫
⑬
⑭

戟
扶
冑
七
十
二
輌
、
提
翼
小
櫓
扶
晉
一
百
四
十
輌
、
大
黄
参
連
弩
大
扶
晉
三
十

⑮

六
輌
、
大
扶
胄
衝
車
三
十
六
輌
、
矛
戟
扶
胄
軽
車
一
百
六
十
輔
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
車
を
守
る
こ
と
を
、
「
翼
」
と
い
、
フ

字
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
と
、
大
扶
晉
衝
車
、
な
い
し
は
矛
戟
衝
車
と
よ
ば
れ

る
、
中
・
小
型
の
機
動
性
を
持
つ
、
護
衛
戦
車
に
乗
る
兵
士
の
、
「
蟷
螂
武
士
」

と
い
、
フ
呼
称
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
翼
」
の
字
を
以
て
、
「
守
る
」
と
い
う
意
味
に
用
い
る
の
は
、
前
章
で
ふ
れ

た
と
こ
ろ
の
「
股
肱
羽
翼
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
鶯
烏
の
巽
の

イ
メ
ー
ジ
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。

「
蟷
螂
の
武
士
」
と
い
、
フ
の
は
、
カ
マ
キ
リ
に
兵
士
を
た
と
え
て
い
っ
て
い

⑯

る
の
で
あ
る
。
カ
マ
キ
リ
は
、
「
蟷
螂
の
斧
」
（
『
韓
詩
外
伝
』
）
と
か
、
「
臂
、
車

に
當
る
」
（
『
荘
子
』
天
地
）
と
い
、
フ
こ
と
わ
ざ
な
ど
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
勇
敢
で
は
あ
る
が
、
自
分
の
力
量
に
対
す
る
思
慮
の
足
り
な
さ
を
強

調
さ
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
勇
敢
さ
が
評
価

さ
れ
、
戦
車
の
上
で
矛
を
鋭
く
ふ
る
っ
て
戦
う
兵
士
の
名
と
し
て
、
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
》
フ
に
、
小
動
物
に
至
る
ま
で
、
よ
く
そ
の
特
徴
を

と
ら
え
て
、
軍
事
に
か
か
わ
る
事
象
に
そ
れ
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
が

一
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払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
ほ
か
に
、
「
虎
餡
」
に
お
い
て
の
く
ら
れ
て
い
る
武
具
の
な
か
で
は
、

「
鉄
蟷
螂
」
と
か
、
「
麿
爪
方
宵
の
鉄
把
」
な
ど
、
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
象
化

さ
れ
た
は
ず
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
も
、
一
応
の
注
目
を
し

て
お
き
た
い
。

将
軍
の
心
得
と
し
て
、
こ
こ
に
列
挙
し
た
よ
う
に
、
兵
器
を
可
不
足
な
く
備

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
す
べ
て
が
足
り
る
は

ず
の
も
の
で
は
な
い
。
以
下
の
よ
》
フ
な
こ
と
も
、
必
須
の
こ
と
と
し
て
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
太
公
曰
く
、
凡
そ
師
を
帥
ゐ
衆
に
將
た
る
に
、
盧
、
失
づ
設
け
ず
、
器
械

備
は
ら
ず
、
教
、
精
信
な
ら
ず
、
士
卒
、
習
は
ず
、
此
の
若
き
住
以
て

王
者
の
兵
と
な
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
（
太
公
日
、
凡
帥
師
將
衆
、
盧
不
先

設
、
器
械
不
備
、
教
不
精
信
、
士
卒
不
習
、
若
此
不
可
以
爲
王
者
之
兵
也

Ｉ
『
六
餡
』
軍
略
）

天
下
統
一
の
大
事
業
を
達
成
す
る
、
真
の
意
味
で
の
王
者
の
軍
隊
と
は
ど
の

よ
、
フ
な
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
兵
器
が
十
分
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と
、

教
練
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
、
士
卒
が
立
派
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
三
位
一

⑰

体
化
し
て
い
る
軍
隊
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
武
器
と
、
陣
立
て
と
、
兵
士

と
が
そ
れ
ぞ
れ
洗
練
さ
れ
、
鍛
え
ぬ
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、
い
い
か
え
て
も
よ

い
。
こ
れ
ま
で
、
武
器
と
陣
立
て
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
き
た
の
で
、
以

下
に
、
兵
士
の
こ
と
を
、
『
六
餡
』
の
害
の
の
べ
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
み

て
い
き
た
い
。

○
武
王
、
太
公
に
閻
う
て
曰
く
、
車
士
を
選
ぶ
こ
と
い
か
ん
。
太
公
曰
く
、

車
士
を
選
ぶ
の
法
は
、
年
四
十
已
下
、
長
（
た
け
）
七
尺
五
寸
已
上
に
し

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

て
、
走
る
と
き
能
く
奔
馬
を
逐
ひ
、
及
び
馳
せ
て
こ
れ
に
乘
り
、
前
後
左

右
、
上
下
周
旋
し
て
、
よ
く
旋
旗
を
束
縛
し
、
力
よ
く
八
石
の
弩
を
殼
（
ひ
）

き
、
前
後
左
右
を
射
て
、
皆
、
便
習
な
る
も
の
を
取
る
。
名
づ
け
て
武
車

の
士
と
日
ふ
。
厚
く
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
（
武
王
問
太
公
日
、
選
車

士
奈
何
、
太
公
日
、
選
車
士
之
法
、
取
年
四
十
已
下
、
長
七
尺
五
寸
已
上
、

走
能
逐
奔
馬
、
及
馳
而
乘
之
、
前
後
左
右
、
上
下
周
旋
、
能
束
縛
旋
旗
、

力
能
殼
八
石
弩
、
射
前
後
左
右
、
皆
便
習
者
、
名
日
武
車
之
士
、
不
可
不

厚
也
Ｉ
『
六
鞘
』
武
車
士
）

○
武
王
、
太
公
に
問
》
う
て
曰
く
、
騎
士
を
選
ぶ
こ
と
い
か
ん
。
太
公
曰
く
、

騎
士
を
選
ぶ
の
法
は
、
年
四
十
已
下
、
長
七
尺
五
寸
已
上
に
し
て
、
壯
健

捷
疾
、
倫
等
を
超
絶
し
て
、
能
く
騎
を
馳
せ
射
を
殼
き
、
前
後
左
右
、
周

旋
進
退
し
て
、
溝
塑
を
越
え
、
丘
陵
に
登
り
、
瞼
阻
を
冒
し
、
大
澤
を
絶

（
わ
た
）
り
、
強
敵
に
馳
せ
、
大
衆
を
瀞
る
も
の
を
取
る
。
名
づ
け
て
武

騎
の
士
と
日
ふ
。
厚
く
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
（
武
王
問
太
公
日
、
選

騎
士
奈
何
、
太
公
日
、
選
騎
士
之
法
、
取
年
四
十
已
下
、
長
七
尺
五
寸
已

上
、
壯
健
捷
疾
、
超
絶
倫
等
、
能
馳
騎
殼
射
、
前
後
左
右
、
周
旋
進
退
、

越
溝
蓮
、
登
丘
陵
、
冒
瞼
阻
、
絶
大
澤
、
馳
強
敵
、
瀞
大
衆
者
、
名
日
武

騎
之
士
、
不
可
不
厚
也
Ｉ
『
六
餡
』
武
騎
士
）

こ
こ
で
は
、
兵
士
の
な
か
で
も
車
士
、
つ
ま
り
戦
車
に
乗
っ
て
戦
う
兵
士
と
、

馬
に
乗
っ
て
戦
う
騎
士
と
に
つ
い
て
、
そ
の
選
定
の
基
準
お
よ
び
待
遇
の
し
か

た
を
の
べ
て
い
る
。
『
六
鞘
』
の
章
立
て
で
い
え
ば
、
こ
れ
ら
は
「
犬
餡
」
に
収

入
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
猛
犬
の
威
厳
と
、
闘
志
に
あ
ふ
れ
た
性
質
と
を
、

こ
れ
ら
の
兵
士
の
肉
体
と
精
神
と
に
重
ね
あ
わ
せ
、
反
映
さ
せ
て
述
べ
て
い
る

も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
両
方
と
も
に
四
十
歳
以
下
、
身
長
七
尺
五
寸
以
上
と

一

九
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『
六
餡
』
の
書
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
軍
隊
は
、
す
ぐ
れ
た
動
物
の
能
力
や
性

格
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
と

し
て
、
一
個
の
価
値
の
体
系
を
形
成
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
、
フ
し
た
組
織
体

の
最
小
単
位
で
あ
る
一
個
人
、
例
え
ば
一
兵
士
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
理
想
の
人
間
像
は
、
儒
教
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
み
で
伝
統
的

⑱

な
人
間
観
と
は
、
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、

い
う
の
が
、
ま
ず
い
わ
れ
て
い
る
肉
体
の
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
車
士
の
方

は
、
奔
馬
を
つ
け
て
、
全
速
力
で
は
し
る
戦
車
を
自
由
に
操
縦
し
、
軍
旗
を
し
っ

か
り
と
保
持
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
強
弓
を
引
い
て
、
正
確
に
射
る
こ
と
が
要

求
さ
れ
て
い
る
。
騎
士
に
つ
い
て
は
、
気
力
が
さ
か
ん
で
、
乗
馬
お
よ
び
騎
射

に
巧
み
で
あ
り
、
溝
を
と
び
こ
え
、
山
に
か
け
登
り
、
敵
を
た
お
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
し
て
い
る
兵
士

は
、
「
厚
く
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
、
つ
ま
り
、
厚
い
報
酬
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
、
フ
の
で
あ
る
。

猛
犬
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
傾
向
の
あ
る
、
こ
れ
ら
の
理
想
的

な
兵
士
像
は
、
あ
る
い
み
で
は
、
軍
事
優
先
の
社
会
に
お
け
る
、
理
想
的
な
人

間
像
で
あ
る
と
い
、
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
る
》
フ
。
そ
れ
は
、
今
こ
こ
に
み
て
き

た
よ
、
フ
に
、
壮
ん
な
肉
体
、
つ
ま
り
生
命
力
に
あ
ふ
れ
、
し
か
も
そ
れ
ゆ
え
に
、

利
益
の
保
障
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
一
人
の
理
想
的
人
間
の
存
在
が
、
「
利
」

と
い
、
フ
観
点
か
ら
も
、
し
っ
か
り
と
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
特
に
注
目
が

払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
フ
。

『
六
鞘
』
に
お
け
る
動
物
模
倣
を
め
ぐ
っ
て
（
久
富
木
成
大
）

お
わ
り
に

《
汪

①
子
日
、
君
子
周
而
不
比
、
小
人
比
而
不
周
Ｉ
『
論
語
』
爲
政
第
二
。

子
謂
子
夏
日
、
女
爲
君
子
儒
、
無
爲
小
人
儒
Ｉ
『
論
語
』
雍
也
第
六
。

②
盛
冬
鈴
訳
注
、
一
九
九
二
年
六
月
、
河
北
人
民
出
版
社
。

③
こ
の
「
似
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
深
く
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。

例
え
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

情
況
與
此
十
分
相
似
Ｉ
前
掲
『
六
鞘
訳
注
』

現
在
我
的
釣
魚
、
其
道
理
是
與
此
相
同
的
Ｉ
『
太
公
六
鞘
今
註
今
鐸
』
、
徐
培
根
註
課
、
中

華
民
國
七
十
三
年
、
臺
湾
商
務
印
書
館
。

「
生
と
利
と
を
能
く
す
る
」
（
文
師
）
こ
と
を
主
眼
と
し
た
、
「
利
」
の
保
障
の

下
の
、
き
わ
め
て
生
命
力
に
富
む
肉
体
の
所
有
者
で
あ
り
、
行
動
の
主
体
と
し

て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

伝
統
的
な
人
間
観
は
、
例
え
ば
儒
教
な
ど
で
は
、
「
利
」
を
排
除
し
た
と
こ
ろ

に
成
立
す
る
、
「
君
子
」
や
「
小
人
」
と
い
う
価
値
の
尺
度
の
上
に
築
き
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
六
餡
』
の
な
か
で
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

人
間
、
お
よ
び
そ
の
集
団
ｌ
そ
れ
ら
は
兵
士
と
軍
隊
と
い
い
か
え
て
も
よ
い

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
前
述
の
伝
統
的
尺
度
は
、
否
定
的
方
向
に
ゆ
り
動
か

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
小
論
で
み
て
き
た
と

お
り
、
『
六
譜
』
の
書
の
背
景
を
な
す
、
軍
事
文
化
の
全
体
に
浸
透
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
動
物
模
倣
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
動
物
は
大
き
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
ち
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
利
に
よ
っ
て
制
御
で
き
る
の
で

あ
る
と
、
『
六
鞘
』
の
書
で
は
道
破
す
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
認
識
に
立
つ
も
の

だ
け
が
、
天
下
を
「
釣
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で

全
く
》
ブ
（
》
◎

二

○




